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新
 

旧
 

 別
紙

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
実
施
要
綱
（
案
）

１
目
的
近
年
に
お
け
る
女
性
の
就
業
割
合
の
高
ま
り
や
核
家
族
化
の
進
行
な
ど
、
児
童
と

家
庭
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
を
踏
ま
え
、
放
課
後
や
週
末
等
に
児
童
が
安
心
し
て

生
活
で
き
る
居
場
所
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
次
代
を
担
う
児
童
の
健
全
な
育
成
を

支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２
事
業
の
種
類

（
１
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

【
別
添
１
】

（
２
）
放
課
後
子
ど
も
環
境
整
備
事
業

【
別
添
２
】

（
３
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
障
害
児
受
入
推
進
事
業
）
【
別
添
３
】

（
４
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
支
援
事
業
）

【
別
添
４
】

（
５
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
送
迎
支
援
事
業
）

【
別
添
５
】

（
６
）
放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
等
事
業

【
別
添
６
】

（
７
）
障
害
児
受
入
強
化
推
進
事
業

【
別
添
７
】

（
８
）
小
規
模
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業

【
別
添
８
】

３
事
業
の
実
施
方
法

各
事
業
の
実
施
及
び
運
営
は
、
別
添
１
～
別
添
８
の
定
め
に
よ
る
こ
と
。

別
紙

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
実
施
要
綱

１
目
的
近
年
に
お
け
る
女
性
の
就
業
割
合
の
高
ま
り
や
核
家
族
化
の
進
行
な
ど
、
児
童
と

家
庭
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
を
踏
ま
え
、
放
課
後
や
週
末
等
に
児
童
が
安
心
し
て

生
活
で
き
る
居
場
所
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
次
代
を
担
う
児
童
の
健
全
な
育
成
を

支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２
事
業
の
種
類

（
１
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

【
別
添
１
】

（
２
）
放
課
後
子
ど
も
環
境
整
備
事
業

【
別
添
２
】

（
３
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
障
害
児
受
入
推
進
事
業
）
【
別
添
３
】

（
４
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
支
援
事
業
）

【
別
添
４
】

（
５
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
送
迎
支
援
事
業
）

【
別
添
５
】

（
６
）
放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
等
事
業

【
別
添
６
】

（
７
）
障
害
児
受
入
強
化
推
進
事
業

【
別
添
７
】

（
８
）
小
規
模
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業

【
別
添
８
】

３
事
業
の
実
施
方
法

各
事
業
の
実
施
及
び
運
営
は
、
別
添
１
～
別
添
８
の
定
め
に
よ
る
こ
と
。

（
別
紙
）

 
資料１
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 別
添
１
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

１
趣
旨
児
童
福
祉
法
（
昭
和

年
法
律
第

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
６
条

の
３
第
２
項
及
び
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
平
成

年
厚
生
労
働
省
令
第

号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、

保
護
者
が
労
働
等
に
よ
り
昼
間
家
庭
に
い
な
い
小
学
校
に
就
学
し
て
い
る
児
童
に

対
し
、
授
業
の
終
了
後
等
に
小
学
校
の
余
裕
教
室
、
児
童
館
等
を
利
用
し
て
適
切
な

遊
び
及
び
生
活
の
場
を
与
え
て
、
家
庭
、
地
域
等
と
の
連
携
の
下
、
発
達
段
階
に
応

じ
た
主
体
的
な
遊
び
や
生
活
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
当
該
児
童
の
自
主
性
、
社
会
性

及
び
創
造
性
の
向
上
、
基
本
的
な
生
活
習
慣
の
確
立
等
を
図
り
、
そ
の
健
全
な
育
成

を
図
る
も
の
で
あ
る
。

２
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。
な
お
、
本
事
業
の
対
象
と
な
る
た
め
に
、
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者

が
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
場
合
は
、
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
平
成

年
厚
生
労
働
省
令
第

号
）
（
以
下
「
改
正
省
令
」
と

い
う
。
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
改
正
省
令
で
定
め
る
事
項
を

市
町
村
に
届
け
出
る
必
要
が
あ
る
。

３
対
象
児
童

対
象
児
童
は
、
法
第
６
条
の
３
第
２
項
及
び
基
準
に
基
づ
き
、
保
護
者
が
労
働
等

に
よ
り
昼
間
家
庭
に
い
な
い
小
学
校
に
就
学
し
て
い
る
児
童
と
し
、
そ
の
他
に
特
別

支
援
学
校
の
小
学
部
の
児
童
も
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
（
以
下
「
放
課
後
児

童
」
と
い
う
。
）

な
お
、
「
保
護
者
が
労
働
等
」
に
は
、
保
護
者
の
疾
病
や
介
護
・
看
護
、
障
害
な

ど
も
対
象
と
な
る
こ
と
。

４
規
模
基
準
第

条
第
２
項
に
規
定
す
る
支
援
の
単
位
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
に
お
け
る
支
援
で
あ
っ
て
、
そ
の
提
供
が
同
時
に
一
又
は
複
数
の
利
用
者
に
対
し

て
一
体
的
に
行
わ
れ
る
も
の
を
い
い
、
一
の
支
援
の
単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数

は
、
お
お
む
ね

人
以
下
と
す
る
。

な
お
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
係
る
市
町
村
が
条
例
で

定
め
る
基
準
に
お
い
て
、
お
お
む
ね

人
以
下
と
す
る
児
童
の
数
に
関
す
る
基
準

別
添
１
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

１
趣
旨
児
童
福
祉
法
（
昭
和

年
法
律
第

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
６
条

の
３
第
２
項
及
び
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
平
成

年
厚
生
労
働
省
令
第

号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、

保
護
者
が
労
働
等
に
よ
り
昼
間
家
庭
に
い
な
い
小
学
校
に
就
学
し
て
い
る
児
童
に

対
し
、
授
業
の
終
了
後
等
に
小
学
校
の
余
裕
教
室
、
児
童
館
等
を
利
用
し
て
適
切
な

遊
び
及
び
生
活
の
場
を
与
え
て
、
家
庭
、
地
域
等
と
の
連
携
の
下
、
発
達
段
階
に
応

じ
た
主
体
的
な
遊
び
や
生
活
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
当
該
児
童
の
自
主
性
、
社
会
性

及
び
創
造
性
の
向
上
、
基
本
的
な
生
活
習
慣
の
確
立
等
を
図
り
、
そ
の
健
全
な
育
成

を
図
る
も
の
で
あ
る
。

２
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。
な
お
、
本
事
業
の
対
象
と
な
る
た
め
に
、
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者

が
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
場
合
は
、
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
平
成

年
厚
生
労
働
省
令
第

号
）
（
以
下
「
改
正
省
令
」
と

い
う
。
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
改
正
省
令
で
定
め
る
事
項
を

市
町
村
に
届
け
出
る
必
要
が
あ
る
。

３
対
象
児
童

対
象
児
童
は
、
法
第
６
条
の
３
第
２
項
及
び
基
準
に
基
づ
き
、
保
護
者
が
労
働
等

に
よ
り
昼
間
家
庭
に
い
な
い
小
学
校
に
就
学
し
て
い
る
児
童
と
し
、
そ
の
他
に
特
別

支
援
学
校
の
小
学
部
の
児
童
も
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
（
以
下
「
放
課
後
児

童
」
と
い
う
。
）

な
お
、
「
保
護
者
が
労
働
等
」
に
は
、
保
護
者
の
疾
病
や
介
護
・
看
護
、
障
害
な

ど
も
対
象
と
な
る
こ
と
。

４
規
模
基
準
第

条
第
２
項
に
規
定
す
る
支
援
の
単
位
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
に
お
け
る
支
援
で
あ
っ
て
、
そ
の
提
供
が
同
時
に
一
又
は
複
数
の
利
用
者
に
対
し

て
一
体
的
に
行
わ
れ
る
も
の
を
い
い
、
一
の
支
援
の
単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数

は
、
お
お
む
ね

人
以
下
と
す
る
。

な
お
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
係
る
市
町
村
が
条
例
で

定
め
る
基
準
に
お
い
て
、
お
お
む
ね

人
以
下
と
す
る
児
童
の
数
に
関
す
る
基
準
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旧
 

 
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
経
過
措
置
等
に
よ
り
、
当
該
基
準
に
適
合

し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
本
事
業
の
対
象
と
す
る
。

５
職
員
体
制

基
準
第

条
第
１
項
に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
の
数
は
、
一
の
支
援
の

単
位
ご
と
に
２
人
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
１
人
を
除
き
、
補
助
員
（
放
課
後

児
童
支
援
員
が
行
う
支
援
に
つ
い
て
放
課
後
児
童
支
援
員
を
補
助
す
る
者
を
い

う
。
）
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

放
課
後
児
童
支
援
員
は
、
基
準
第

条
第
３
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、「
職
員
の
資
質
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」

（
平
成

年
５
月

日
付
け
雇
児
発

第
号
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長

通
知
）
の
別
添
７
「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
の
「
Ⅰ
放
課

後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
事
業
（
都
道
府
県
認
定
資
格
研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
」

に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
が
行
う
研
修
（
以
下
「
認
定
資
格
研
修
」
と
い
う
。
）
を

修
了
し
た
も
の
（
平
成

年
３
月

日
ま
で
に
修
了
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る

者
を
含
む
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
補
助
員
に
つ
い
て
は
、
「
子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」

（
平
成

年
５
月

日
付
け
雇
児
発

第
号
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長

通
知
）
の
別
添
「
子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
の
別
表
１
に
定
め
る
「
子

育
て
支
援
員
基
本
研
修
」
及
び
別
表
２
－
３
に
定
め
る
「
子
育
て
支
援
員
専
門
研
修

（
放
課
後
児
童
コ
ー
ス
）
」
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

６
開
所
日
数

開
所
す
る
日
数
は
、
そ
の
地
方
に
お
け
る
児
童
の
保
護
者
の
就
労
日
数
、
小
学
校

の
授
業
の
休
業
日
そ
の
他
の
状
況
等
を
考
慮
し
、
年
間

日
以
上
開
所
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
利
用
者
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
実
態
と
し
て

日
開
所
す
る
必
要
が
な
い
場
合
に
は
、
特
例
と
し
て

日
以
上
の
開
所
で
も
本
事

業
の
対
象
と
す
る
。

７
開
所
時
間

開
所
す
る
時
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
時
間
以
上
を
原
則
と
し
、
そ
の
地
方
に
お
け
る
児
童
の
保
護
者
の
労
働
時

間
、
小
学
校
の
授
業
の
終
了
の
時
刻
そ
の
他
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
定
め
る
。

（
１
）
小
学
校
の
授
業
の
休
業
日
（
長
期
休
暇
期
間
等
）
に
行
う
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業 １
日
に
つ
き
８
時
間

（
２
）
小
学
校
の
授
業
の
休
業
日
以
外
の
日
（
平
日
）
に
行
う
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
１
日
に
つ
き
３
時
間

を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
経
過
措
置
等
に
よ
り
、
当
該
基
準
に
適
合

し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
本
事
業
の
対
象
と
す
る
。

５
職
員
体
制

基
準
第

条
第
１
項
に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
の
数
は
、
一
の
支
援
の

単
位
ご
と
に
２
人
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
１
人
を
除
き
、
補
助
員
（
放
課
後

児
童
支
援
員
が
行
う
支
援
に
つ
い
て
放
課
後
児
童
支
援
員
を
補
助
す
る
者
を
い

う
。
）
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

放
課
後
児
童
支
援
員
は
、
基
準
第

条
第
３
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
「
職
員
の
資
質
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」

（
平
成

年
５
月

日
付
け
雇
児
発

第
号
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長

通
知
）
の
別
添
７
「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
の
「
Ⅰ
放
課

後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
事
業
（
都
道
府
県
認
定
資
格
研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
」

に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
が
行
う
研
修
（
以
下
「
認
定
資
格
研
修
」
と
い
う
。
）
を

修
了
し
た
も
の
（
平
成

年
３
月

日
ま
で
に
修
了
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る

者
を
含
む
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
補
助
員
に
つ
い
て
は
、
「
子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」

（
平
成

年
５
月

日
付
け
雇
児
発

第
号
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長

通
知
）
の
別
添
「
子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
の
別
表
１
に
定
め
る
「
子

育
て
支
援
員
基
本
研
修
」
及
び
別
表
２
－
３
に
定
め
る
「
子
育
て
支
援
員
専
門
研
修

（
放
課
後
児
童
コ
ー
ス
）
」
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

６
開
所
日
数

開
所
す
る
日
数
は
、
そ
の
地
方
に
お
け
る
児
童
の
保
護
者
の
就
労
日
数
、
小
学
校

の
授
業
の
休
業
日
そ
の
他
の
状
況
等
を
考
慮
し
、
年
間

日
以
上
開
所
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
利
用
者
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
実
態
と
し
て

日
開

所
す
る
必
要
が
な
い
場
合
に
は
、
特
例
と
し
て

日
以
上
の
開
所
で
も
本
事
業
の

対
象
と
す
る
。

７
開
所
時
間

開
所
す
る
時
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
時
間
以
上
を
原
則
と
し
、
そ
の
地
方
に
お
け
る
児
童
の
保
護
者
の
労
働
時

間
、
小
学
校
の
授
業
の
終
了
の
時
刻
そ
の
他
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
定
め
る
。

（
１
）
小
学
校
の
授
業
の
休
業
日
（
長
期
休
暇
期
間
等
）
に
行
う
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業 １
日
に
つ
き
８
時
間

（
２
）
小
学
校
の
授
業
の
休
業
日
以
外
の
日
（
平
日
）
に
行
う
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
１
日
に
つ
き
３
時
間
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 ８
施
設
・
設
備

（
１
）
小
学
校
の
余
裕
教
室
や
小
学
校
敷
地
内
の
専
用
施
設
の
活
用
を
図
る
ほ
か
、
児

童
館
、
保
育
所
・
幼
稚
園
等
の
社
会
資
源
や
民
家
・
ア
パ
ー
ト
な
ど
も
活
用
し
て

実
施
す
る
こ
と
。

（
２
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
場
所
（
以
下
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
所
」
と
い
う
。
）
に
は
、
遊
び
及
び
生
活
の
場
と
し
て
の
機
能
並
び
に
静
養
す

る
た
め
の
機
能
を
備
え
た
区
画
（
以
下
「
専
用
区
画
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
ほ

か
、
支
援
の
提
供
に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
（
活
動
に
必
要
な
遊
具
、
図
書
、

児
童
の
所
持
品
を
収
納
す
る
ロ
ッ
カ
ー
の
ほ
か
、
生
活
の
場
と
し
て
必
要
な
カ
ー

ペ
ッ
ト
、
畳
等
）
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
３
）
専
用
区
画
の
面
積
は
、
児
童
１
人
に
つ
き
お
お
む
ね

㎡
以
上
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
４
）
専
用
区
画
並
び
に
（
２
）
の
設
備
及
び
備
品
等
（
以
下
「
専
用
区
画
等
」
と
い

う
。
）
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
を
開
所
し
て
い
る
時
間
帯
を
通
じ
て

専
ら
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
５
）
専
用
区
画
等
は
、
衛
生
及
び
安
全
が
確
保
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
運
営
内
容

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
（
平
成

年
３
月

日
付
け
雇
児
発

第
号
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
に
定
め
る
以
下
の
事
項
を
踏
ま
え
、
各

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
態
に
応
じ
て
創
意
工
夫

を
図
り
、
質
の
向
上
と
機
能
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。

①
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
役
割

②
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
育
成
支
援
の
基
本

③
事
業
の
対
象
と
な
る
子
ど
も
の
発
達

④
育
成
支
援
の
内
容

⑤
障
害
の
あ
る
子
ど
も
へ
の
対
応

⑥
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
へ
の
対
応

⑦
保
護
者
と
の
連
携

⑧
育
成
支
援
に
含
ま
れ
る
職
務
内
容
と
運
営
に
関
わ
る
業
務

⑨
利
用
の
開
始
等
に
関
わ
る
留
意
事
項

⑩
労
働
環
境
整
備

⑪
適
切
な
会
計
管
理
及
び
情
報
公
開

⑫
学
校
と
の
連
携

⑬
保
育
所
、
幼
稚
園
等
と
の
連
携

⑭
地
域
、
関
係
機
関
と
の
連
携

⑮
衛
生
管
理
及
び
安
全
対
策

８
施
設
・
設
備

（
１
）
小
学
校
の
余
裕
教
室
や
小
学
校
敷
地
内
の
専
用
施
設
の
活
用
を
図
る
ほ
か
、
児

童
館
、
保
育
所
・
幼
稚
園
等
の
社
会
資
源
や
民
家
・
ア
パ
ー
ト
な
ど
も
活
用
し
て

実
施
す
る
こ
と
。

（
２
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
場
所
（
以
下
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
所
」
と
い
う
。
）
に
は
、
遊
び
及
び
生
活
の
場
と
し
て
の
機
能
並
び
に
静
養
す

る
た
め
の
機
能
を
備
え
た
区
画
（
以
下
「
専
用
区
画
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
ほ

か
、
支
援
の
提
供
に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
（
活
動
に
必
要
な
遊
具
、
図
書
、

児
童
の
所
持
品
を
収
納
す
る
ロ
ッ
カ
ー
の
ほ
か
、
生
活
の
場
と
し
て
必
要
な
カ
ー

ペ
ッ
ト
、
畳
等
）
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
３
）
専
用
区
画
の
面
積
は
、
児
童
１
人
に
つ
き
お
お
む
ね

㎡
以
上
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
４
）
専
用
区
画
並
び
に
（
２
）
の
設
備
及
び
備
品
等
（
以
下
「
専
用
区
画
等
」
と
い

う
。
）
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
を
開
所
し
て
い
る
時
間
帯
を
通
じ
て

専
ら
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
５
）
専
用
区
画
等
は
、
衛
生
及
び
安
全
が
確
保
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
運
営
内
容

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
（
平
成

年
３
月

日
付
け
雇
児
発

第
号
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
に
定
め
る
以
下
の
事
項
を
踏
ま
え
、
各
放

課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
態
に
応
じ
て
創
意
工
夫
を

図
り
、
質
の
向
上
と
機
能
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。

①
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
役
割

②
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
育
成
支
援
の
基
本

③
事
業
の
対
象
と
な
る
子
ど
も
の
発
達

④
育
成
支
援
の
内
容

⑤
障
害
の
あ
る
子
ど
も
へ
の
対
応

⑥
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
へ
の
対
応

⑦
保
護
者
と
の
連
携

⑧
育
成
支
援
に
含
ま
れ
る
職
務
内
容
と
運
営
に
関
わ
る
業
務

⑨
利
用
の
開
始
等
に
関
わ
る
留
意
事
項

⑩
労
働
環
境
整
備

⑪
適
切
な
会
計
管
理
及
び
情
報
公
開

⑫
学
校
と
の
連
携

⑬
保
育
所
、
幼
稚
園
等
と
の
連
携

⑭
地
域
、
関
係
機
関
と
の
連
携

⑮
衛
生
管
理
及
び
安
全
対
策
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⑯
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
社
会
的
責
任
と
職
場
倫
理

⑰
要
望
及
び
苦
情
へ
の
対
応

⑱
事
業
内
容
向
上
へ
の
取
り
組
み

留
意
事
項

（
１
）
法
第
６
条
の
３
第
２
項
に
基
づ
き
実
施
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
と
目

的
を
異
に
す
る
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
や
塾
な
ど
、
そ
の
他
公
共
性
に
欠
け
る
事
業
を

実
施
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
２
）
別
添
２
～
別
添
８
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
事
業
に
必
要
な
経
費
に
つ
い
て
は
、

本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
３
）
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
等
実
施
要
綱
」
（
平
成

年
４
月
１
日
付
け

雇
児
発

第
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
別
添
３

に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
派
遣
事
業
）
に
つ

い
て
は
、
平
成

年
度
限
り
で
廃
止
と
す
る
が
、
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て

は
、
地
域
で
の
遊
び
の
環
境
づ
く
り
へ
の
支
援
も
視
野
に
入
れ
、
必
要
に
応
じ
て

保
護
者
や
地
域
住
民
が
協
力
し
な
が
ら
活
動
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
。

ま
た
、
屋
内
外
と
も
に
児
童
が
過
ご
す
空
間
や
時
間
に
配
慮
し
、
発
達
段
階
に

ふ
さ
わ
し
い
遊
び
と
生
活
の
環
境
を
つ
く
る
こ
と
。
そ
の
際
、
製
作
活
動
や
伝
承

遊
び
、
地
域
の
文
化
に
ふ
れ
る
体
験
、
児
童
の
創
造
性
や
情
操
を
高
め
る
劇
等
の

多
様
な
活
動
や
遊
び
を
工
夫
す
る
こ
と
も
考
慮
す
る
こ
と
。

（
４
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
従
事
し
て
い
る
者
が
、
認
定
資
格
研
修
や
資
質

の
向
上
を
図
る
た
め
の
研
修
を
受
講
す
る
際
に
必
要
と
な
る
代
替
職
員
の
雇
上

げ
等
経
費
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
５
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
運
営
主
体
は
、
損
害
賠
償
保
険
に
加
入
し
、
賠

償
す
べ
き
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
損
害
賠
償
を
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す

る
。
ま
た
、
傷
害
保
険
等
に
加
入
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

費
用

（
１
）
国
は
、
２
～

の
要
件
を
満
た
し
た
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す

る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
一
の
支
援
の
単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
が

人
未
満
の
支
援
の
単

位
に
つ
い
て
は
、

①
山
間
地
、
漁
業
集
落
、
へ
き
地
、
離
島
で
実
施
し
て
い
る
場
合

②
上
記
の
ほ
か
、
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る

と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
場
合

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
補
助
対
象
と
す
る
。

（
２
）
市
町
村
等
は
、
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
一
部
を
保
護
者

か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

⑯
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
社
会
的
責
任
と
職
場
倫
理

⑰
要
望
及
び
苦
情
へ
の
対
応

⑱
事
業
内
容
向
上
へ
の
取
り
組
み

留
意
事
項

（
１
）
法
第
６
条
の
３
第
２
項
に
基
づ
き
実
施
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
と
目

的
を
異
に
す
る
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
や
塾
な
ど
、
そ
の
他
公
共
性
に
欠
け
る
事
業
を

実
施
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
２
）
別
添
２
～
別
添
８
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
事
業
に
必
要
な
経
費
に
つ
い
て
は
、

本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
３
）
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
等
実
施
要
綱
」
（
平
成

年
４
月
１
日
付
け

雇
児
発

第
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
別
添
３

に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
派
遣
事
業
）
に
つ

い
て
は
、
平
成

年
度
限
り
で
廃
止
と
す
る
が
、
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て

は
、
地
域
で
の
遊
び
の
環
境
づ
く
り
へ
の
支
援
も
視
野
に
入
れ
、
必
要
に
応
じ
て

保
護
者
や
地
域
住
民
が
協
力
し
な
が
ら
活
動
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
。

ま
た
、
屋
内
外
と
も
に
児
童
が
過
ご
す
空
間
や
時
間
に
配
慮
し
、
発
達
段
階
に

ふ
さ
わ
し
い
遊
び
と
生
活
の
環
境
を
つ
く
る
こ
と
。
そ
の
際
、
製
作
活
動
や
伝
承

遊
び
、
地
域
の
文
化
に
ふ
れ
る
体
験
、
児
童
の
創
造
性
や
情
操
を
高
め
る
劇
等
の

多
様
な
活
動
や
遊
び
を
工
夫
す
る
こ
と
も
考
慮
す
る
こ
と
。

（
４
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
従
事
し
て
い
る
者
が
、
認
定
資
格
研
修
や
資
質

の
向
上
を
図
る
た
め
の
研
修
を
受
講
す
る
際
に
必
要
と
な
る
代
替
職
員
の
雇
上

げ
等
経
費
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
５
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
運
営
主
体
は
、
損
害
賠
償
保
険
に
加
入
し
、
賠

償
す
べ
き
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
損
害
賠
償
を
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す

る
。
ま
た
、
傷
害
保
険
等
に
加
入
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

費
用

（
１
）
国
は
、
２
～

の
要
件
を
満
た
し
た
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す

る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
一
の
支
援
の
単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
が

人
未
満
の
支
援
の
単

位
に
つ
い
て
は
、

①
山
間
地
、
漁
業
集
落
、
へ
き
地
、
離
島
で
実
施
し
て
い
る
場
合

②
上
記
の
ほ
か
、
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る

と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
場
合

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
補
助
対
象
と
す
る
。

（
２
）
市
町
村
等
は
、
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
一
部
を
保
護
者

か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
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 別
添
２
放
課
後
子
ど
も
環
境
整
備
事
業

１
趣
旨
児
童
福
祉
法
（
昭
和

年
法
律
第

号
）
第
６
条
の
３
第
２
項
及
び
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

年
厚
生
労
働
省

令
第

号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

を
実
施
す
る
た
め
、
既
存
の
小
学
校
の
余
裕
教
室
等
の
改
修
や
必
要
な
設
備
の
整
備

な
ど
の
環
境
整
備
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
置
促
進

等
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

２
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

３
対
象
事
業

（
１
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
設
置
促
進
事
業

①
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
新
た
に
実
施
す
る
た
め

に
必
要
と
な
る
小
学
校
の
余
裕
教
室
な
ど
既
存
施
設
の
改
修
、
設
備
の
整

備
・
修
繕
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
事
業
並
び
に
開
所
準
備
に
必
要
な
経
費

（
礼
金
・
賃
借
料
（
開
所
前
月
分
）
）
を
支
弁
す
る
事
業
。

②
別
添
１
に
基
づ
く
既
存
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
い
る

場
合
に
お
い
て
、
高
学
年
の
児
童
の
受
入
れ
等
に
よ
る
児
童
の
数
の
増
加
に

伴
い
、
必
要
と
な
る
小
学
校
の
余
裕
教
室
な
ど
既
存
施
設
の
改
修
、
設
備
の

整
備
・
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
事
業
。

③
①
の
事
業
を
実
施
す
る
際
に
、
「
学
校
・
家
庭
・
地
域
連
携
協
力
推
進
事
業

費
補
助
金
実
施
要
領
（
学
校
を
核
と
し
た
地
域
力
強
化
プ
ラ
ン
）
」
（
平
成

年
３
月

日
付
け
文
部
科
学
省
生
涯
学
習
政
策
局
長
・
初
等
中
等
教
育

局
長
裁
定
）
に
基
づ
き
放
課
後
や
週
末
等
に
お
い
て
、
学
校
の
余
裕
教
室
等

を
活
用
し
て
全
て
の
子
供
た
ち
の
安
全
・
安
心
な
活
動
場
所
を
確
保
し
、
学

習
や
様
々
な
体
験
・
交
流
活
動
の
機
会
を
定
期
的
・
継
続
的
に
提
供
す
る
放

課
後
等
の
支
援
活
動
（
以
下
「
放
課
後
子
供
教
室
」
と
い
う
。
）
と
一
体
的

に
実
施
す
る
場
合
に
必
要
と
な
る
小
学
校
の
余
裕
教
室
の
改
修
、
設
備
の
整

備
・
修
繕
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
事
業
。

（
２
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
環
境
改
善
事
業

①
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
新
た
に
実
施
す
る
た
め

に
必
要
な
設
備
の
整
備
・
修
繕
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
事
業
並
び
に
開
所

準
備
に
必
要
な
経
費
（
礼
金
・
賃
借
料
（
開
所
前
月
分
）
）
を
支
弁
す
る
事

別
添
２
放
課
後
子
ど
も
環
境
整
備
事
業

１
趣
旨
児
童
福
祉
法
（
昭
和

年
法
律
第

号
）
第
６
条
の
３
第
２
項
及
び
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

年
厚
生
労
働
省

令
第

号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

を
実
施
す
る
た
め
、
既
存
の
小
学
校
の
余
裕
教
室
等
の
改
修
や
必
要
な
設
備
の
整
備

な
ど
の
環
境
整
備
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
置
促
進

等
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

２
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

３
対
象
事
業

（
１
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
設
置
促
進
事
業

①
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
新
た
に
実
施
す
る
た
め

に
必
要
と
な
る
小
学
校
の
余
裕
教
室
な
ど
既
存
施
設
の
改
修
、
設
備
の
整

備
・
修
繕
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
事
業
並
び
に
開
所
準
備
に
必
要
な
経
費

（
礼
金
・
賃
借
料
（
開
所
前
月
分
）
）
を
支
弁
す
る
事
業
。

②
別
添
１
に
基
づ
く
既
存
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
い
る

場
合
に
お
い
て
、
高
学
年
の
児
童
の
受
入
れ
等
に
よ
る
児
童
の
数
の
増
加
に

伴
い
、
必
要
と
な
る
小
学
校
の
余
裕
教
室
な
ど
既
存
施
設
の
改
修
、
設
備
の

整
備
・
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
事
業
。

③
①
の
事
業
を
実
施
す
る
際
に
、
「
学
校
・
家
庭
・
地
域
連
携
協
力
推
進
事
業

費
補
助
金
実
施
要
領
（
学
校
を
核
と
し
た
地
域
力
強
化
プ
ラ
ン
）
」
（
平
成

年
３
月

日
付
け
文
部
科
学
省
生
涯
学
習
政
策
局
長
・
初
等
中
等
教
育

局
長
裁
定
）
に
基
づ
き
放
課
後
や
週
末
等
に
お
い
て
、
学
校
の
余
裕
教
室
等

を
活
用
し
て
全
て
の
子
供
た
ち
の
安
全
・
安
心
な
活
動
場
所
を
確
保
し
、
学

習
や
様
々
な
体
験
・
交
流
活
動
の
機
会
を
定
期
的
・
継
続
的
に
提
供
す
る
放

課
後
等
の
支
援
活
動
（
以
下
「
放
課
後
子
供
教
室
」
と
い
う
。
）
と
一
体
的

に
実
施
す
る
場
合
に
必
要
と
な
る
小
学
校
の
余
裕
教
室
の
改
修
、
設
備
の
整

備
・
修
繕
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
事
業
。

（
２
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
環
境
改
善
事
業

①
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
新
た
に
実
施
す
る
た
め

に
必
要
な
設
備
の
整
備
・
修
繕
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
事
業
並
び
に
開
所

準
備
に
必
要
な
経
費
（
礼
金
・
賃
借
料
（
開
所
前
月
分
）
）
を
支
弁
す
る
事
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業
（
（
１
）
①
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

②
別
添
１
に
基
づ
く
既
存
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
い
る

場
合
に
お
け
る
設
備
の
更
新
等
に
必
要
な
設
備
の
整
備
及
び
備
品
の
購
入

を
行
う
事
業
（
（
１
）
②
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

③
①
の
事
業
を
実
施
す
る
際
に
、
放
課
後
子
供
教
室
と
一
体
的
に
実
施
す
る
場

合
に
必
要
な
設
備
の
整
備
・
修
繕
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
事
業
（
（
１
）

③
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

④
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
新
た
に
幼
稚
園
、
認
定
こ

ど
も
園
等
に
お
い
て
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
の
整
備
・
修
繕
及
び
備

品
の
購
入
を
行
う
事
業
（
（
２
）
①
及
び
③
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

（
３
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
障
害
児
受
入
促
進
事
業

別
添
１
に
基
づ
く
既
存
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
、
障
害
児
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
必
要
な
改
修
、
設
備
の
整
備
・
修

繕
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
事
業
。

（
４
）
倉
庫
設
備
整
備
事
業

別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
新
た
に
小
学
校
の
余
裕
教

室
等
に
お
い
て
実
施
す
る
た
め
、
教
材
等
の
保
管
場
所
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る

余
裕
教
室
等
に
代
わ
る
保
管
場
所
の
確
保
に
必
要
な
倉
庫
設
備
の
整
備
を
行
う

事
業
。

４
対
象
事
業
の
制
限

（
１
）
他
の
国
庫
補
助
を
受
け
る
場
合
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
２
）
既
に
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
い
る
場
合
の
既
存
建
物
の
破
損

や
老
朽
化
等
に
伴
う
改
修
や
修
繕
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
３
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
新
た
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
３
の
（
１
）

①
及
び
３
の
（
２
）
①
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
を
行
う
場
所
１
か
所
に
つ
き

１
回
限
り
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
別
添
１
に
掲
げ
る
対
象
児
童
（
放
課
後
児
童
）

の
人
数
が
一
定
規
模
以
上
に
な
っ
た
場
合
に
、
一
の
支
援
の
単
位
を
分
け
る
等
の

方
法
に
よ
り
適
正
な
人
数
規
模
へ
の
転
換
を
図
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な

い
。

（
４
）
既
に
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
い
る
場
合
の
３
の
（
１
）
②
及

び
３
の
（
２
）
②
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
を
行
う
場
所
１
か
所
に
つ
き
１
回

限
り
と
す
る
こ
と
。

こ
の
場
合
で
も
、
設
備
の
更
新
等
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執

行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

年
政
令
第

号
）
第

条
第

１
項
第
２
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間
（
以
下
「
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間
」
と
い
う
。
）
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
す

る
。 た
だ
し
、

業
（
（
１
）
①
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

②
別
添
１
に
基
づ
く
既
存
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
い
る

場
合
に
お
け
る
設
備
の
更
新
等
に
必
要
な
設
備
の
整
備
及
び
備
品
の
購
入

を
行
う
事
業
（
（
１
）
②
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

③
①
の
事
業
を
実
施
す
る
際
に
、
放
課
後
子
供
教
室
と
一
体
的
に
実
施
す
る
場

合
に
必
要
な
設
備
の
整
備
・
修
繕
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
事
業
（
（
１
）

③
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

④
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
新
た
に
幼
稚
園
、
認
定
こ

ど
も
園
等
に
お
い
て
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
の
整
備
・
修
繕
及
び
備

品
の
購
入
を
行
う
事
業
（
（
２
）
①
及
び
③
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

（
３
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
障
害
児
受
入
促
進
事
業

別
添
１
に
基
づ
く
既
存
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
、
障
害
児
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
必
要
な
改
修
、
設
備
の
整
備
・
修

繕
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
事
業
。

（
４
）
倉
庫
設
備
整
備
事
業

別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
新
た
に
小
学
校
の
余
裕
教

室
等
に
お
い
て
実
施
す
る
た
め
、
教
材
等
の
保
管
場
所
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る

余
裕
教
室
等
に
代
わ
る
保
管
場
所
の
確
保
に
必
要
な
倉
庫
設
備
の
整
備
を
行
う

事
業
。

４
対
象
事
業
の
制
限

（
１
）
他
の
国
庫
補
助
を
受
け
る
場
合
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
２
）
既
に
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
い
る
場
合
の
既
存
建
物
の
破
損

や
老
朽
化
等
に
伴
う
改
修
や
修
繕
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
３
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
新
た
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
３
の
（
１
）

①
及
び
３
の
（
２
）
①
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
を
行
う
場
所
１
か
所
に
つ
き

１
回
限
り
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
別
添
１
に
掲
げ
る
対
象
児
童
（
放
課
後
児
童
）

の
人
数
が
一
定
規
模
以
上
に
な
っ
た
場
合
に
、
一
の
支
援
の
単
位
を
分
け
る
等
の

方
法
に
よ
り
適
正
な
人
数
規
模
へ
の
転
換
を
図
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な

い
。

（
４
）
既
に
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
い
る
場
合
の
３
の
（
１
）
②
及

び
３
の
（
２
）
②
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
を
行
う
場
所
１
か
所
に
つ
き
１
回

限
り
と
す
る
こ
と
。

こ
の
場
合
で
も
、
設
備
の
更
新
等
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執

行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

年
政
令
第

号
）
第

条
第

１
項
第
２
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間
（
以
下
「
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間
」
と
い
う
。
）
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
す

る
。 た
だ
し
、
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ア

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
も
の
に
つ
い
て
設
備
等
の
更

新
を
行
う
場
合

イ
児
童
の
数
の
増
加
に
伴
う
施
設
の
整
備
な
ど
に
よ
り
、
設
備
等
が
不
足
す
る

場
合
の
追
加
的
な
設
備
の
整
備
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
場
合

に
つ
い
て
は
、
事
業
を
行
う
同
一
の
場
所
に
お
い
て
複
数
回
、
実
施
す
る
こ
と
を

可
能
と
す
る
。

（
５
）
３
の
（
１
）
①
及
び
③
、
３
の
（
２
）
①
及
び
③
、
④
及
び
３
の
（
４
）
の
事

業
に
つ
い
て
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
は
、
当
該
年
度
中
又
は
翌

年
度
４
月
１
日
に
事
業
を
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
６
）
３
の
（
３
）
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
受
け
入
れ
る
障
害
児
の
障
害
の
種
類
や
程

度
等
に
よ
っ
て
は
、
事
業
を
行
う
同
一
の
場
所
に
お
い
て
複
数
回
、
実
施
す
る
こ

と
を
可
能
と
す
る
。

な
お
、
本
事
業
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
、
当
該
年
度
中

又
は
翌
年
度
に
障
害
児
の
受
入
れ
を
予
定
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。

（
７
）
３
の
（
１
）
③
及
び
３
の
（
２
）
③
及
び
④
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
次
世
代
育

成
支
援
対
策
推
進
法
（
平
成

年
法
律
第

号
）
第
８
条
に
基
づ
く
市
町
村

行
動
計
画
（
以
下
「
市
町
村
行
動
計
画
」
と
い
う
。
）
へ
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

及
び
放
課
後
子
供
教
室
の
一
体
型
の
目
標
事
業
量
等
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
限

る
。

（
８
）
３
の
（
１
）
①
及
び
３
の
（
２
）
①
の
う
ち
、
開
所
準
備
に
必
要
な
経
費
（
礼

金
・
賃
借
料
（
開
所
前
月
分
）
）
に
つ
い
て
は
、
別
添
４
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

支
援
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
支
援
事
業
）
の
国
庫
補
助
を
受
け
よ
う
と

す
る
又
は
受
け
た
場
合
は
対
象
と
な
ら
な
い
。

５
費
用

国
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

ア
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
も
の
に
つ
い
て
設
備
等
の
更

新
を
行
う
場
合

イ
児
童
の
数
の
増
加
に
伴
う
施
設
の
整
備
な
ど
に
よ
り
、
設
備
等
が
不
足
す
る

場
合
の
追
加
的
な
設
備
の
整
備
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
場
合

に
つ
い
て
は
、
事
業
を
行
う
同
一
の
場
所
に
お
い
て
複
数
回
、
実
施
す
る
こ
と
を

可
能
と
す
る
。

（
５
）
３
の
（
１
）
①
及
び
③
、
３
の
（
２
）
①
及
び
③
、
④
及
び
３
の
（
４
）
の
事

業
に
つ
い
て
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
は
、
当
該
年
度
中
又
は
翌

年
度
４
月
１
日
に
事
業
を
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
６
）
３
の
（
３
）
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
受
け
入
れ
る
障
害
児
の
障
害
の
種
類
や
程

度
等
に
よ
っ
て
は
、
事
業
を
行
う
同
一
の
場
所
に
お
い
て
複
数
回
、
実
施
す
る
こ

と
を
可
能
と
す
る
。

な
お
、
本
事
業
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
、
当
該
年
度
中

又
は
翌
年
度
に
障
害
児
の
受
入
れ
を
予
定
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。

（
７
）
３
の
（
１
）
③
及
び
３
の
（
２
）
③
及
び
④
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
次
世
代
育

成
支
援
対
策
推
進
法
（
平
成

年
法
律
第

号
）
第
８
条
に
基
づ
く
市
町
村

行
動
計
画
（
以
下
「
市
町
村
行
動
計
画
」
と
い
う
。
）
へ
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

及
び
放
課
後
子
供
教
室
の
一
体
型
の
目
標
事
業
量
等
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
限

る
。

（
８
）
３
の
（
１
）
①
及
び
３
の
（
２
）
①
の
う
ち
、
開
所
準
備
に
必
要
な
経
費
（
礼

金
・
賃
借
料
（
開
所
前
月
分
）
）
に
つ
い
て
は
、
別
添
４
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

支
援
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
支
援
事
業
）
の
国
庫
補
助
を
受
け
よ
う
と

す
る
又
は
受
け
た
場
合
は
対
象
と
な
ら
な
い
。

５
費
用

国
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。
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 別
添
３
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
障
害
児
受
入
推
進
事
業
）

１
趣
旨
児
童
福
祉
法
（
昭
和

年
法
律
第

号
）
第
６
条
の
３
第
２
項
及
び
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

年
厚
生
労
働
省

令
第

号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

を
行
う
者
に
お
い
て
、
障
害
児
の
受
入
れ
に
必
要
と
な
る
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る

放
課
後
児
童
支
援
員
等
を
配
置
す
る
こ
と
で
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
円
滑

な
実
施
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

２
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

３
事
業
内
容

別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
お
け
る
障
害
児
の
受
入
れ
を

推
進
す
る
た
め
、
以
下
の
（
１
）
～
（
３
）
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
障
害
児

を
受
け
入
れ
る
た
め
に
必
要
な
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
等

を
配
置
す
る
。

な
お
、
障
害
児
に
つ
い
て
は
、
療
育
手
帳
若
し
く
は
身
体
障
害
者
手
帳
を
所
持
す

る
児
童
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書
を
所
持
す
る
児
童
又
は
、
手
帳
等
を
所
持
し
て

い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
医
師
、
児
童
相
談
所
、
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
等

公
的
機
関
の
意
見
等
に
よ
り
こ
れ
ら
の
児
童
と
同
等
の
障
害
を
有
し
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
児
童
と
す
る
が
、
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
。

（
１
）
市
町
村
が
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
等
を
直
接
雇
用
し
、

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
に
派
遣
し
て
配
置

（
２
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
放
課
後
児

童
支
援
員
等
を
雇
用
し
て
配
置
し
、
当
該
費
用
を
市
町
村
が
委
託
費
と
し
て
支
出

（
３
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
雇
用
し
た
放
課
後
児
童
支
援
員
等
に

つ
い
て
、
市
町
村
が
一
定
期
間
内
に
必
要
な
研
修
を
受
講
さ
せ
た
、
又
は
個
々
の

放
課
後
児
童
支
援
員
等
が
有
す
る
経
歴
、
資
格
等
か
ら
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る

と
市
町
村
が
認
め
た
上
で
配
置
し
、
当
該
費
用
を
市
町
村
が
助
成
（
補
助
）

４
留
意
事
項

（
１
）
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
等
が
実
施
す
る
「
職
員
の
資
質
向

上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成

年
５
月

日
付
け

雇
児
発

第
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
の
別
添

別
添
３
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
障
害
児
受
入
推
進
事
業
）

１
趣
旨
児
童
福
祉
法
（
昭
和

年
法
律
第

号
）
第
６
条
の
３
第
２
項
及
び
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

年
厚
生
労
働
省

令
第

号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

を
行
う
者
に
お
い
て
、
障
害
児
の
受
入
れ
に
必
要
と
な
る
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る

放
課
後
児
童
支
援
員
等
を
配
置
す
る
こ
と
で
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
円
滑

な
実
施
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

２
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

３
事
業
内
容

別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
お
け
る
障
害
児
の
受
入
れ
を

推
進
す
る
た
め
、
以
下
の
（
１
）
～
（
３
）
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
障
害
児

を
受
け
入
れ
る
た
め
に
必
要
な
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
等

を
配
置
す
る
。

な
お
、
障
害
児
に
つ
い
て
は
、
療
育
手
帳
若
し
く
は
身
体
障
害
者
手
帳
を
所
持
す

る
児
童
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書
を
所
持
す
る
児
童
又
は
、
手
帳
等
を
所
持
し
て

い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
医
師
、
児
童
相
談
所
、
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
等

公
的
機
関
の
意
見
等
に
よ
り
こ
れ
ら
の
児
童
と
同
等
の
障
害
を
有
し
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
児
童
と
す
る
が
、
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
。

（
１
）
市
町
村
が
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
等
を
直
接
雇
用
し
、

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
に
派
遣
し
て
配
置

（
２
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
放
課
後
児

童
支
援
員
等
を
雇
用
し
て
配
置
し
、
当
該
費
用
を
市
町
村
が
委
託
費
と
し
て
支
出

（
３
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
雇
用
し
た
放
課
後
児
童
支
援
員
等
に

つ
い
て
、
市
町
村
が
一
定
期
間
内
に
必
要
な
研
修
を
受
講
さ
せ
た
、
又
は
個
々
の

放
課
後
児
童
支
援
員
等
が
有
す
る
経
歴
、
資
格
等
か
ら
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る

と
市
町
村
が
認
め
た
上
で
配
置
し
、
当
該
費
用
を
市
町
村
が
助
成
（
補
助
）

４
留
意
事
項

（
１
）
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
等
が
実
施
す
る
「
職
員
の
資
質
向

上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成

年
５
月

日
付
け

雇
児
発

第
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
の
別
添
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新
 

旧
 

 
７
「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
に
よ
り
行
う
放
課
後
児
童
支

援
員
等
資
質
向
上
研
修
事
業
を
十
分
に
活
用
す
る
な
ど
し
て
、
障
害
児
対
応
を
行

う
放
課
後
児
童
支
援
員
等
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
、
専
門
的
知
識
や
技
術
等
の

習
得
に
努
め
、
障
害
児
の
受
入
れ
の
推
進
を
図
る
こ
と
。

（
２
）
障
害
児
を
５
人
以
上
受
け
入
れ
て
い
る
場
合
の
障
害
児
対
応
職
員
の
人
件
費
に

つ
い
て
は
、
別
添
７
に
基
づ
く
障
害
児
受
入
強
化
推
進
事
業
に
計
上
す
る
も
の
と

し
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

５
費
用

（
１
）
国
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
市
町
村
等
は
、
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
と
し
て
、
保
護
者
か

ら
徴
収
し
た
額
を
充
当
し
て
は
な
ら
な
い
。

７
「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
に
よ
り
行
う
放
課
後
児
童
支

援
員
等
資
質
向
上
研
修
事
業
を
十
分
に
活
用
す
る
な
ど
し
て
、
障
害
児
対
応
を
行

う
放
課
後
児
童
支
援
員
等
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
、
専
門
的
知
識
や
技
術
等
の

習
得
に
努
め
、
障
害
児
の
受
入
れ
の
推
進
を
図
る
こ
と
。

（
２
）
障
害
児
を
５
人
以
上
受
け
入
れ
て
い
る
場
合
の
障
害
児
対
応
職
員
の
人
件
費
に

つ
い
て
は
、
別
添
７
に
基
づ
く
障
害
児
受
入
強
化
推
進
事
業
に
計
上
す
る
も
の
と

し
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

５
費
用

（
１
）
国
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
市
町
村
等
は
、
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
と
し
て
、
保
護
者
か

ら
徴
収
し
た
額
を
充
当
し
て
は
な
ら
な
い
。
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新
 

旧
 

 別
添
４
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
支
援
事
業
）

１
趣
旨
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
量
的
拡
充
を
図
り
、
待
機
児
童
の
解
消
を
図
る
た

め
、
待
機
児
童
が
存
在
し
て
い
る
地
域
等
に
お
い
て
、
学
校
敷
地
外
の
民
家
・
ア
パ

ー
ト
等
を
活
用
し
て
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
新
た
に
実
施
す
る
た
め
に
必

要
な
賃
借
料
等
の
補
助
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

２
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

３
対
象
事
業

（
１
）
賃
借
料
補
助

別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
、
学
校
敷
地
外
の
民
家
・

ア
パ
ー
ト
等
を
活
用
し
て
、
平
成

年
度
以
降
に
新
た
に
実
施
す
る
場
合
に
必

要
な
賃
借
料
（
開
所
前
月
分
の
賃
借
料
及
び
礼
金
を
含
む
。
）
を
支
弁
す
る
事

業
。 た
だ
し
、
所
有
権
移
転
の
条
項
が
附
さ
れ
て
い
る
賃
貸
借
契
約
（
い
わ
ゆ
る
リ

ー
ス
契
約
）
に
係
る
費
用
は
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
２
）
移
転
関
連
費
用
補
助

学
校
敷
地
外
の
民
家
・
ア
パ
ー
ト
等
を
活
用
し
て
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児

童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
お
り
、
児
童
の
数
の
増
加
に
伴
い
、
よ
り
広
い
実

施
場
所
に
移
転
す
る
こ
と
で
受
入
児
童
数
を
増
や
す
場
合
に
、
そ
の
移
転
に
係
る

経
費
（
移
転
前
の
実
施
場
所
に
係
る
原
状
回
復
費
を
含
む
。
）
を
支
弁
す
る
事
業
。

（
３
）
土
地
借
料
補
助

学
校
敷
地
外
の
土
地
を
活
用
し
て
、
別
添
１
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を

新
た
に
実
施
す
る
際
に
必
要
な
土
地
借
料
へ
の
補
助
を
行
う
。

４
対
象
事
業
の
制
限

（
１
）
本
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
以
下
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

ア
当
該
市
町
村
に
お
い
て
待
機
児
童
が
既
に
存
在
し
て
い
る
、
又
は
当
該
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
な
け
れ
ば
、
待
機
児
童
が
発
生
す
る
可
能

性
が
あ
る
状
況
に
あ
る
こ
と

イ
平
成

年
度
以
降
に
新
た
に
実
施
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
で
あ

る
こ
と

ウ
市
町
村
行
動
計
画
へ
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
及
び
放
課
後
子
供
教
室
の
一

別
添
４
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
支
援
事
業
）

１
趣
旨
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
量
的
拡
充
を
図
り
、
待
機
児
童
の
解
消
を
図
る
た

め
、
待
機
児
童
が
存
在
し
て
い
る
地
域
等
に
お
い
て
、
学
校
敷
地
外
の
民
家
・
ア
パ

ー
ト
等
を
活
用
し
て
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
新
た
に
実
施
す
る
た
め
に
必

要
な
賃
借
料
の
補
助
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

２
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

３
対
象
事
業

別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
、
学
校
敷
地
外
の
民
家
・
ア
パ

ー
ト
等
を
活
用
し
て
新
た
に
実
施
す
る
場
合
に
必
要
な
賃
借
料
（
開
所
前
月
分
の
賃

借
料
及
び
礼
金
を
含
む
。
）
を
支
弁
す
る
事
業
。

た
だ
し
、
所
有
権
移
転
の
条
項
が
附
さ
れ
て
い
る
賃
貸
借
契
約
（
い
わ
ゆ
る
リ
ー

ス
契
約
）
に
係
る
費
用
は
対
象
と
な
ら
な
い
。

４
対
象
事
業
の
制
限

（
１
）
本
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
以
下
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

ア
当
該
市
町
村
に
お
い
て
待
機
児
童
が
既
に
存
在
し
て
い
る
、
又
は
当
該
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
な
け
れ
ば
、
待
機
児
童
が
発
生
す
る
可
能
性

が
あ
る
状
況
に
あ
る
こ
と

イ
平
成

年
度
以
降
に
新
た
に
実
施
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
で
あ

る
こ
と

ウ
市
町
村
行
動
計
画
へ
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
及
び
放
課
後
子
供
教
室
の
一
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新
 

旧
 

 
体
型
の
目
標
事
業
量
等
の
記
載
が
あ
る
こ
と

（
２
）
他
の
国
庫
補
助
を
受
け
る
場
合
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
３
）
既
に
民
家
・
ア
パ
ー
ト
等
を
活
用
し
て
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し

て
い
る
場
合
の
賃
借
料
に
つ
い
て
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

児
童
の
数
の
増
加
に
伴
い
、
実
施
場
所
を
移
転
し
、
支
援
の
単
位
を
分
け
て
対
応

す
る
た
め
の
賃
借
な
ど
、
新
た
な
受
け
皿
の
確
保
を
図
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
本

事
業
の
対
象
と
す
る
。

（
４
）
３
の
（
３
）
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
が
市
町
村
、

社
会
福
祉
法
人
、
学
校
法
人
、
公
益
社
団
法
人
、
公
益
財
団
法
人
、
特
例
社
団
法

人
及
び
特
例
財
団
法
人
の
場
合
、
対
象
と
し
な
い
。
ま
た
、
事
業
実
施
の
初
年
度

に
限
り
対
象
と
す
る
。

５
費
用

（
１
）
国
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
市
町
村
等
は
、
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
と
し
て
、
保
護
者
か

ら
徴
収
し
た
額
を
充
当
し
て
は
な
ら
な
い
。

体
型
の
目
標
事
業
量
等
の
記
載
が
あ
る
こ
と

（
２
）
他
の
国
庫
補
助
を
受
け
る
場
合
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
３
）
既
に
民
家
・
ア
パ
ー
ト
等
を
活
用
し
て
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し

て
い
る
場
合
の
賃
借
料
に
つ
い
て
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

児
童
の
数
の
増
加
に
伴
い
、
実
施
場
所
を
移
転
し
、
支
援
の
単
位
を
分
け
て
対
応

す
る
た
め
の
賃
借
な
ど
、
新
た
な
受
け
皿
の
確
保
を
図
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
本

事
業
の
対
象
と
す
る
。

５
費
用

（
１
）
国
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
市
町
村
等
は
、
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
と
し
て
、
保
護
者
か

ら
徴
収
し
た
額
を
充
当
し
て
は
な
ら
な
い
。
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新
 

旧
 

 別
添
５
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
送
迎
支
援
事
業
）

１
趣
旨
授
業
終
了
後
に
学
校
敷
地
外
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
場
所
（
以
下

「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
移
動
す
る
際
に
、
児
童
の
安
全
・

安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
地
域
人
材
の
活
用
等
に
よ
る
送
迎
支
援
を
行
う
こ
と
で
、

市
域
内
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
の
改
善
を
図
り
、
も
っ
て
待
機
児
童
の
解
消
を
図
る
も
の

で
あ
る
。

２
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

３
事
業
内
容

別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
、
学
校
敷
地
外
で
実
施
し
て
い

る
場
合
に
、
児
童
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
授
業
終
了
後
の
学
校
か
ら
放

課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
へ
の
移
動
時
や
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
か
ら

の
帰
宅
時
に
、
地
域
に
お
い
て
児
童
の
健
全
育
成
等
に
関
心
を
持
つ
高
齢
者
や
主
婦

等
に
よ
る
児
童
へ
の
付
き
添
い
や
、
バ
ス
等
に
よ
る
送
迎
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４
対
象
事
業
の
制
限

（
１
）
他
の
国
庫
補
助
を
受
け
る
場
合
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
２
）
送
迎
を
行
う
た
め
の
バ
ス
等
車
輌
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
燃
料
費
の
み
本

事
業
の
対
象
と
す
る
。

５
費
用

（
１
）
国
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
市
町
村
等
は
、
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
と
し
て
、
保
護
者
か

ら
徴
収
し
た
額
を
充
当
し
て
は
な
ら
な
い
。

別
添
５
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
送
迎
支
援
事
業
）

１
趣
旨
授
業
終
了
後
に
学
校
敷
地
外
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
場
所
（
以
下

「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
移
動
す
る
際
に
、
児
童
の
安
全
・

安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
地
域
人
材
の
活
用
等
に
よ
る
送
迎
支
援
を
行
う
こ
と
で
、

市
域
内
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
の
改
善
を
図
り
、
も
っ
て
待
機
児
童
の
解
消
を
図
る
も
の

で
あ
る
。

２
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

３
事
業
内
容

別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
、
学
校
敷
地
外
で
実
施
し
て
い

る
場
合
に
、
児
童
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
授
業
終
了
後
の
学
校
か
ら
放

課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
へ
の
移
動
時
や
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
か
ら

の
帰
宅
時
に
、
地
域
に
お
い
て
児
童
の
健
全
育
成
等
に
関
心
を
持
つ
高
齢
者
や
主
婦

等
に
よ
る
児
童
へ
の
付
き
添
い
や
、
バ
ス
等
に
よ
る
送
迎
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４
対
象
事
業
の
制
限

（
１
）
他
の
国
庫
補
助
を
受
け
る
場
合
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
２
）
送
迎
を
行
う
た
め
の
バ
ス
等
車
輌
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
燃
料
費
の
み
本

事
業
の
対
象
と
す
る
。

５
費
用

（
１
）
国
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
市
町
村
等
は
、
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
と
し
て
、
保
護
者
か

ら
徴
収
し
た
額
を
充
当
し
て
は
な
ら
な
い
。
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 別
添
６
放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
等
事
業

１
趣
旨
児
童
福
祉
法
（
昭
和

年
法
律
第

号
）
第
６
条
の
３
第
２
項
及
び
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

年
厚
生
労
働
省

令
第

号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

を
行
う
者
に
お
い
て
、
放
課
後
児
童
支
援
員
等
の
処
遇
の
改
善
に
取
り
組
む
と
と
も

に
、
時
半
を
超
え
て
事
業
を
行
う
者
に
対
し
て
職
員
の
賃
金
改
善
に
必
要
な
経
費

の
補
助
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
質
の
向
上
及
び
保
育

所
と
の
開
所
時
間
の
乖
離
を
縮
小
し
、
児
童
の
安
全
・
安
心
な
居
場
所
を
確
保
す
る

と
と
も
に
、
次
世
代
を
担
う
児
童
の
健
全
な
育
成
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

３
事
業
の
内
容

本
事
業
は
、
以
下
の
（
１
）
及
び
（
２
）
を
対
象
と
す
る
。

な
お
、
一
の
支
援
の
単
位
が
、
同
時
に
両
事
業
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
１
）
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
、
家
庭
、
学
校
等

と
の
連
絡
及
び
情
報
交
換
等
の
育
成
支
援
に
主
担
当
と
し
て
従
事
す
る
職
員
を

配
置
す
る
場
合
に
、
当
該
職
員
の
賃
金
改
善
に
必
要
な
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る

事
業
。

（
２
）
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
、
（
１
）
の
育
成

支
援
に
加
え
て
４
（
３
）
の
育
成
支
援
に
主
担
当
と
し
て
従
事
す
る
常
勤
職
員
を

配
置
す
る
場
合
に
、
そ
の
賃
金
改
善
に
必
要
な
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
。

な
お
、
本
事
業
の
対
象
と
な
る
職
員
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う

者
と
雇
用
契
約
を
締
結
し
て
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
場
所
（
以
下

「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
定
め
る
運
営
規
程
に
記

載
さ
れ
て
い
る
「
開
所
し
て
い
る
日
及
び
時
間
」
に
従
事
し
て
い
る
常
勤
職
員
（
嘱

託
職
員
等
の
非
常
勤
職
員
を
除
く
。
）
と
す
る
。

４
実
施
方
法

（
１
）
本
事
業
の
対
象
と
な
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
は
、
別
添
１
の

３
～
（
１
）
の
内
容
を
満
た
す
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

た
だ
し
、

①
開
所
す
る
時
間
は
、
平
日
に
つ
き
、

時
分
を
超
え
て
開
所
す
る
又
は

別
添
６
放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
等
事
業

１
趣
旨
児
童
福
祉
法
（
昭
和

年
法
律
第

号
）
第
６
条
の
３
第
２
項
及
び
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

年
厚
生
労
働
省

令
第

号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

を
行
う
者
に
お
い
て
、
放
課
後
児
童
支
援
員
等
の
処
遇
の
改
善
に
取
り
組
む
と
と
も

に
、
時
半
を
超
え
て
事
業
を
行
う
者
に
対
し
て
職
員
の
賃
金
改
善
に
必
要
な
経
費

の
補
助
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
質
の
向
上
及
び
保
育

所
と
の
開
所
時
間
の
乖
離
を
縮
小
し
、
児
童
の
安
全
・
安
心
な
居
場
所
を
確
保
す
る

と
と
も
に
、
次
世
代
を
担
う
児
童
の
健
全
な
育
成
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

３
事
業
の
内
容

本
事
業
は
、
以
下
の
（
１
）
及
び
（
２
）
を
対
象
と
す
る
。

な
お
、
一
の
支
援
の
単
位
が
、
同
時
に
両
事
業
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
１
）
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
、
家
庭
、
学
校
等

と
の
連
絡
及
び
情
報
交
換
等
の
育
成
支
援
に
主
担
当
と
し
て
従
事
す
る
職
員
を

配
置
す
る
場
合
に
、
当
該
職
員
の
賃
金
改
善
に
必
要
な
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る

事
業
。

（
２
）
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
、
（
１
）
の
育
成

支
援
に
加
え
て
４
（
３
）
の
育
成
支
援
に
主
担
当
と
し
て
従
事
す
る
常
勤
職
員
を

配
置
す
る
場
合
に
、
そ
の
賃
金
改
善
に
必
要
な
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
。

な
お
、
本
事
業
の
対
象
と
な
る
職
員
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う

者
と
雇
用
契
約
を
締
結
し
て
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
場
所
（
以
下

「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
定
め
る
運
営
規
程
に
記

載
さ
れ
て
い
る
「
開
所
し
て
い
る
日
及
び
時
間
」
に
従
事
し
て
い
る
常
勤
職
員
（
嘱

託
職
員
等
の
非
常
勤
職
員
を
除
く
。
）
と
す
る
。

４
実
施
方
法

（
１
）
本
事
業
の
対
象
と
な
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
は
、
別
添
１
の

３
～
（
１
）
の
内
容
を
満
た
す
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

た
だ
し
、

①
開
所
す
る
時
間
は
、
平
日
に
つ
き
、

時
分
を
超
え
て
開
所
す
る
又
は
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開
所
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
長
期
休
暇
期
間
な
ど
に
つ
い
て
は
、
１
日
８
時

間
以
上
開
所
す
る
又
は
開
所
し
て
い
る
こ
と
。

②
開
所
す
る
日
数
は
、
年
間

日
以
上
開
所
す
る
こ
と
。

を
要
件
と
す
る
と
と
も
に
、
平
成

年
度
の
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

所
に
従
事
す
る
職
員
の
賃
金
（
退
職
手
当
を
除
く
。
）
に
対
す
る
改
善
を
行
っ
て

い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
以
下
の
（
２
）
若
し
く
は
（
３
）
の
内
容
に
よ
り
運
営
す
る
こ
と
。

（
２
）
３
の
（
１
）
の
事
業
の
対
象
と
な
る
事
業
に
従
事
す
る
職
員
は
、
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
運
営
指
針
（
平
成

年
３
月

日
雇
児
発

第
号
雇
用
均
等
・

児
童
家
庭
局
長
通
知
）
に
規
定
す
る
以
下
の
育
成
支
援
に
関
す
る
主
た
る
担
当
と

し
て
従
事
す
る
こ
と
。

①
子
ど
も
の
生
活
の
連
続
性
を
保
障
す
る
た
め
に
、
来
所
や
帰
宅
の
状
況
、
学

校
施
設
の
利
用
、
災
害
等
が
発
生
し
た
際
の
対
応
の
仕
方
や
緊
急
時
の
連
絡
体

制
な
ど
に
つ
い
て
、
日
常
的
、
定
期
的
な
情
報
交
換
や
情
報
共
有
、
職
員
同
士

の
交
流
等
に
よ
っ
て
学
校
と
の
連
携
を
積
極
的
に
図
る
こ
と
。

②
子
ど
も
の
来
所
や
帰
宅
の
状
況
、
遊
び
や
生
活
の
様
子
に
つ
い
て
、
連
絡
帳
、

迎
え
の
際
、
保
護
者
会
等
の
方
法
を
活
用
し
て
、
日
常
的
に
保
護
者
に
伝
え
、

情
報
を
共
有
し
、
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
に
努
め
る
と
と
も
に
、
保
護
者
か
ら

相
談
が
あ
る
場
合
に
は
、
気
持
ち
を
受
け
止
め
、
自
己
決
定
を
尊
重
し
て
対
応

す
る
。
ま
た
、
事
故
や
ケ
ガ
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
子
ど
も
の
状
況
等
に
つ

い
て
速
や
か
に
保
護
者
に
連
絡
す
る
こ
と
。

③
市
町
村
と
の
連
携
の
も
と
に
災
害
等
の
発
生
に
備
え
て
具
体
的
な
計
画
及
び

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
、
必
要
な
施
設
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
定
期
的
に

（
少
な
く
と
も
年
２
回
以
上
）
訓
練
を
行
う
な
ど
し
て
迅
速
に
対
応
で
き
る
よ

う
に
し
て
お
く
。
ま
た
、
外
部
か
ら
の
不
審
者
等
の
侵
入
防
止
の
た
め
の
措
置

や
訓
練
な
ど
不
測
の
事
態
に
備
え
て
必
要
な
対
応
を
図
る
こ
と
。

④
子
ど
も
や
保
護
者
等
か
ら
の
要
望
や
苦
情
に
対
し
て
、
迅
速
か
つ
適
切
に
、

誠
意
を
持
っ
て
対
応
す
る
た
め
、
要
望
や
苦
情
を
受
け
付
け
る
窓
口
を
設
置

し
、
周
知
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
対
応
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
と
連
携
し
て
、

苦
情
解
決
責
任
者
、
苦
情
受
付
担
当
者
、
第
三
者
委
員
の
設
置
や
、
解
決
に
向

け
た
手
順
の
整
理
等
を
行
い
、
そ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
子
ど
も
や
保
護
者
等
に

あ
ら
か
じ
め
周
知
す
る
こ
と
。

⑤
児
童
虐
待
の
早
期
発
見
の
努
力
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
子

ど
も
の
発
達
や
養
育
環
境
の
状
況
等
を
把
握
し
、
固
有
の
援
助
を
必
要
と
し
て

い
る
場
合
は
、
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
児
童
虐
待
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
は
、

各
自
の
判
断
だ
け
で
対
応
す
る
こ
と
は
避
け
、
運
営
主
体
の
責
任
者
と
協
議
の

上
で
、
市
町
村
又
は
児
童
相
談
所
に
速
や
か
に
通
告
す
る
こ
と
。

（
３
）
３
の
（
２
）
の
事
業
の
対
象
と
な
る
事
業
に
従
事
す
る
常
勤
職
員
は
、
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
に
規
定
す
る
以
下
の
育
成
支
援
に
関
す
る
主
た
る
担
当

開
所
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
長
期
休
暇
期
間
な
ど
に
つ
い
て
は
、
１
日
８
時

間
以
上
開
所
す
る
又
は
開
所
し
て
い
る
こ
と
。

②
開
所
す
る
日
数
は
、
年
間

日
以
上
開
所
す
る
こ
と
。

を
要
件
と
す
る
と
と
も
に
、
平
成

年
度
の
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

所
に
従
事
す
る
職
員
の
賃
金
（
退
職
手
当
を
除
く
。
）
に
対
す
る
改
善
を
行
っ
て

い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
以
下
の
（
２
）
若
し
く
は
（
３
）
の
内
容
に
よ
り
運
営
す
る
こ
と
。

（
２
）
３
の
（
１
）
の
事
業
の
対
象
と
な
る
事
業
に
従
事
す
る
職
員
は
、
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
運
営
指
針
（
平
成

年
３
月

日
雇
児
発

第
号
雇
用
均
等
・

児
童
家
庭
局
長
通
知
）
に
規
定
す
る
以
下
の
育
成
支
援
に
関
す
る
主
た
る
担
当
と

し
て
従
事
す
る
こ
と
。

①
子
ど
も
の
生
活
の
連
続
性
を
保
障
す
る
た
め
に
、
来
所
や
帰
宅
の
状
況
、
学

校
施
設
の
利
用
、
災
害
等
が
発
生
し
た
際
の
対
応
の
仕
方
や
緊
急
時
の
連
絡
体

制
な
ど
に
つ
い
て
、
日
常
的
、
定
期
的
な
情
報
交
換
や
情
報
共
有
、
職
員
同
士

の
交
流
等
に
よ
っ
て
学
校
と
の
連
携
を
積
極
的
に
図
る
こ
と
。

②
子
ど
も
の
来
所
や
帰
宅
の
状
況
、
遊
び
や
生
活
の
様
子
に
つ
い
て
、
連
絡
帳
、

迎
え
の
際
、
保
護
者
会
等
の
方
法
を
活
用
し
て
、
日
常
的
に
保
護
者
に
伝
え
、

情
報
を
共
有
し
、
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
に
努
め
る
と
と
も
に
、
保
護
者
か
ら

相
談
が
あ
る
場
合
に
は
、
気
持
ち
を
受
け
止
め
、
自
己
決
定
を
尊
重
し
て
対
応

す
る
。
ま
た
、
事
故
や
ケ
ガ
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
子
ど
も
の
状
況
等
に
つ

い
て
速
や
か
に
保
護
者
に
連
絡
す
る
こ
と
。

③
市
町
村
と
の
連
携
の
も
と
に
災
害
等
の
発
生
に
備
え
て
具
体
的
な
計
画
及
び

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
、
必
要
な
施
設
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
定
期
的
に

（
少
な
く
と
も
年
２
回
以
上
）
訓
練
を
行
う
な
ど
し
て
迅
速
に
対
応
で
き
る
よ

う
に
し
て
お
く
。
ま
た
、
外
部
か
ら
の
不
審
者
等
の
侵
入
防
止
の
た
め
の
措
置

や
訓
練
な
ど
不
測
の
事
態
に
備
え
て
必
要
な
対
応
を
図
る
こ
と
。

④
子
ど
も
や
保
護
者
等
か
ら
の
要
望
や
苦
情
に
対
し
て
、
迅
速
か
つ
適
切
に
、

誠
意
を
持
っ
て
対
応
す
る
た
め
、
要
望
や
苦
情
を
受
け
付
け
る
窓
口
を
設
置

し
、
周
知
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
対
応
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
と
連
携
し
て
、

苦
情
解
決
責
任
者
、
苦
情
受
付
担
当
者
、
第
三
者
委
員
の
設
置
や
、
解
決
に
向

け
た
手
順
の
整
理
等
を
行
い
、
そ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
子
ど
も
や
保
護
者
等
に

あ
ら
か
じ
め
周
知
す
る
こ
と
。

⑤
児
童
虐
待
の
早
期
発
見
の
努
力
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
子

ど
も
の
発
達
や
養
育
環
境
の
状
況
等
を
把
握
し
、
固
有
の
援
助
を
必
要
と
し
て

い
る
場
合
は
、
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
児
童
虐
待
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
は
、

各
自
の
判
断
だ
け
で
対
応
す
る
こ
と
は
避
け
、
運
営
主
体
の
責
任
者
と
協
議
の

上
で
、
市
町
村
又
は
児
童
相
談
所
に
速
や
か
に
通
告
す
る
こ
と
。

（
３
）
３
の
（
２
）
の
事
業
の
対
象
と
な
る
事
業
に
従
事
す
る
常
勤
職
員
は
、
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
に
規
定
す
る
以
下
の
育
成
支
援
に
関
す
る
主
た
る
担
当
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と
し
て
従
事
す
る
こ
と
。
な
お
、
⑥
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
行
う
場
合
に

従
事
す
る
こ
と
。

①
子
ど
も
の
遊
び
や
生
活
の
環
境
及
び
帰
宅
時
の
安
全
等
に
つ
い
て
地
域
の
協

力
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
治
会
・
町
内
会
や
民
生
委
員
・
児
童
委
員
（
主
任

児
童
委
員
）
等
の
地
域
組
織
や
子
ど
も
に
関
わ
る
関
係
機
関
等
と
情
報
交
換
や

情
報
共
有
、
相
互
交
流
を
図
る
こ
と
。

②
地
域
住
民
の
理
解
を
得
な
が
ら
、
地
域
の
子
ど
も
の
健
全
育
成
の
拠
点
で
あ

る
児
童
館
や
そ
の
他
地
域
の
公
共
施
設
等
を
積
極
的
に
活
用
し
、
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
の
子
ど
も
の
活
動
と
交
流
の
場
を
広
げ
る
こ
と
。

③
事
故
、
犯
罪
、
災
害
等
か
ら
子
ど
も
を
守
る
た
め
、
地
域
住
民
と
連
携
、
協

力
し
て
子
ど
も
の
安
全
を
確
保
す
る
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
。

④
子
ど
も
の
病
気
や
ケ
ガ
、
事
故
等
に
備
え
て
、
日
常
か
ら
地
域
の
保
健
医
療

機
関
等
と
連
携
を
図
る
こ
と
。

⑤
子
ど
も
の
状
態
や
家
庭
の
状
況
の
把
握
に
よ
り
、
保
護
者
に
不
適
切
な
養
育

等
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
は
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
に
情
報
提
供
を
行

い
、
個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
に
参
加
し
、
具
体
的
な
支
援
の
内
容
等
を
関
係
機

関
と
検
討
・
協
議
し
て
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
。

⑥
「
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
き
、
放
課
後
子
供
教
室
と
一
体
的

に
又
は
連
携
し
て
実
施
す
る
場
合
は
、
放
課
後
子
供
教
室
の
企
画
内
容
や
準
備

等
に
つ
い
て
、
円
滑
な
協
力
が
で
き
る
よ
う
に
放
課
後
子
供
教
室
と
の
打
合
せ

を
定
期
的
に
行
い
、
学
校
区
ご
と
に
設
置
す
る
協
議
会
に
参
加
す
る
な
ど
関
係

者
間
の
連
携
を
図
る
こ
と
。

５
対
象
事
業
の
制
限
等

（
１
）
本
事
業
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
に
お
い
て
、
職
員
の
賃
金

改
善
に
必
要
な
経
費
に
充
て
る
た
め
の
費
用
に
係
る
事
業
費
を
計
上
す
る
も
の

と
し
て
お
り
、
開
所
時
間
延
長
の
取
り
組
み
に
よ
る
通
常
の
運
営
に
係
る
経
費

（
人
件
費
や
光
熱
水
費
等
）
に
つ
い
て
は
、
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全

育
成
事
業
に
計
上
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
本
事
業
の
趣
旨
に
鑑
み
、
経
営
に
携
わ
る
法
人
の
役
員
で
あ
る
職
員
に
つ
い
て

は
、
原
則
と
し
て
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

ま
た
、
賃
金
改
善
を
実
施
す
る
職
員
の
範
囲
や
賃
金
改
善
の
具
体
的
な
内
容
に

つ
い
て
は
、
実
情
に
応
じ
て
各
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
に
お
い
て

決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
３
）
本
事
業
に
よ
り
、
賃
金
の
額
を
増
加
さ
せ
る
給
与
項
目
以
外
の
項
目
に
お
い
て

賃
金
水
準
を
低
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
業
績
等
に
応
じ
て
変
動
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
賞
与
等
が
、
当
該

要
因
に
よ
り
変
動
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
４
）
賃
金
増
加
分
に
対
す
る
実
際
の
支
払
い
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
月
ご
と
の
支
払

と
し
て
従
事
す
る
こ
と
。
な
お
、
⑥
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
行
う
場
合
に

従
事
す
る
こ
と
。

①
子
ど
も
の
遊
び
や
生
活
の
環
境
及
び
帰
宅
時
の
安
全
等
に
つ
い
て
地
域
の
協

力
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
治
会
・
町
内
会
や
民
生
委
員
・
児
童
委
員
（
主
任

児
童
委
員
）
等
の
地
域
組
織
や
子
ど
も
に
関
わ
る
関
係
機
関
等
と
情
報
交
換
や

情
報
共
有
、
相
互
交
流
を
図
る
こ
と
。

②
地
域
住
民
の
理
解
を
得
な
が
ら
、
地
域
の
子
ど
も
の
健
全
育
成
の
拠
点
で
あ

る
児
童
館
や
そ
の
他
地
域
の
公
共
施
設
等
を
積
極
的
に
活
用
し
、
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
の
子
ど
も
の
活
動
と
交
流
の
場
を
広
げ
る
こ
と
。

③
事
故
、
犯
罪
、
災
害
等
か
ら
子
ど
も
を
守
る
た
め
、
地
域
住
民
と
連
携
、
協

力
し
て
子
ど
も
の
安
全
を
確
保
す
る
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
。

④
子
ど
も
の
病
気
や
ケ
ガ
、
事
故
等
に
備
え
て
、
日
常
か
ら
地
域
の
保
健
医
療

機
関
等
と
連
携
を
図
る
こ
と
。

⑤
子
ど
も
の
状
態
や
家
庭
の
状
況
の
把
握
に
よ
り
、
保
護
者
に
不
適
切
な
養
育

等
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
は
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
に
情
報
提
供
を
行

い
、
個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
に
参
加
し
、
具
体
的
な
支
援
の
内
容
等
を
関
係
機

関
と
検
討
・
協
議
し
て
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
。

⑥
「
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
き
、
放
課
後
子
供
教
室
と
一
体
的

に
又
は
連
携
し
て
実
施
す
る
場
合
は
、
放
課
後
子
供
教
室
の
企
画
内
容
や
準
備

等
に
つ
い
て
、
円
滑
な
協
力
が
で
き
る
よ
う
に
放
課
後
子
供
教
室
と
の
打
合
せ

を
定
期
的
に
行
い
、
学
校
区
ご
と
に
設
置
す
る
協
議
会
に
参
加
す
る
な
ど
関
係

者
間
の
連
携
を
図
る
こ
と
。

５
対
象
事
業
の
制
限
等

（
１
）
本
事
業
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
に
お
い
て
、
職
員
の
賃
金

改
善
に
必
要
な
経
費
に
充
て
る
た
め
の
費
用
に
係
る
事
業
費
を
計
上
す
る
も
の

と
し
て
お
り
、
開
所
時
間
延
長
の
取
り
組
み
に
よ
る
通
常
の
運
営
に
係
る
経
費

（
人
件
費
や
光
熱
水
費
等
）
に
つ
い
て
は
、
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全

育
成
事
業
に
計
上
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
本
事
業
の
趣
旨
に
鑑
み
、
経
営
に
携
わ
る
法
人
の
役
員
で
あ
る
職
員
に
つ
い
て

は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

ま
た
、
賃
金
改
善
を
実
施
す
る
職
員
の
範
囲
や
賃
金
改
善
の
具
体
的
な
内
容
に

つ
い
て
は
、
実
情
に
応
じ
て
各
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
に
お
い
て

決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
３
）
本
事
業
に
よ
り
、
賃
金
の
額
を
増
加
さ
せ
る
給
与
項
目
以
外
の
項
目
に
お
い
て

賃
金
水
準
を
低
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
業
績
等
に
応
じ
て
変
動
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
賞
与
等
が
、
当
該

要
因
に
よ
り
変
動
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
４
）
賃
金
増
加
分
に
対
す
る
実
際
の
支
払
い
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
月
ご
と
の
支
払
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い
の
ほ
か
一
括
し
て
支
払
う
こ
と
も
可
能
と
し
、
各
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

を
行
う
者
の
実
情
に
応
じ
た
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

６
費
用

（
１
）
国
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
市
町
村
等
は
、
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
と
し
て
、
保
護
者
か

ら
徴
収
し
た
額
を
充
当
し
て
は
な
ら
な
い
。

い
の
ほ
か
一
括
し
て
支
払
う
こ
と
も
可
能
と
し
、
各
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

を
行
う
者
の
実
情
に
応
じ
た
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

６
費
用

（
１
）
国
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
市
町
村
等
は
、
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
と
し
て
、
保
護
者
か

ら
徴
収
し
た
額
を
充
当
し
て
は
な
ら
な
い
。
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新
 

旧
 

 別
添
７
障
害
児
受
入
強
化
推
進
事
業

１
趣
旨
児
童
福
祉
法
（
昭
和

年
法
律
第

号
）
第
６
条
の
３
第
２
項
及
び
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

年
厚
生
労
働
省

令
第

号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

を
行
う
者
に
お
い
て
、
５
人
以
上
の
障
害
児
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
、
障
害
児
の
受

入
れ
に
必
要
と
な
る
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
等
を
複
数
配

置
す
る
こ
と
で
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
も
の
で
あ

る
。

２
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

３
事
業
内
容

別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
お
け
る
障
害
児
の
受
入
れ
を

推
進
す
る
た
め
、
５
人
以
上
の
障
害
児
の
受
入
れ
を
行
う
場
合
に
、
別
添
３
に
基
づ

く
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
障
害
児
受
入
推
進
事
業
）
に
よ
る
放
課
後
児
童

支
援
員
等
の
配
置
に
加
え
て
、
以
下
の
（
１
）
～
（
３
）
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ

り
、
障
害
児
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
必
要
な
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
放
課
後
児
童

支
援
員
等
を
１
名
以
上
配
置
す
る
。

な
お
、
障
害
児
の
対
象
に
つ
い
て
は
、
別
添
３
と
同
様
と
す
る
。

（
１
）
市
町
村
が
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
等
を
直
接
雇
用
し
、

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
に
派
遣
し
て
配
置

（
２
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
放
課
後
児

童
支
援
員
等
を
雇
用
し
て
配
置
し
、
当
該
費
用
を
市
町
村
が
委
託
費
と
し
て
支
出

（
３
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
雇
用
し
た
放
課
後
児
童
支
援
員
等
に

つ
い
て
、
市
町
村
が
一
定
期
間
内
に
必
要
な
研
修
を
受
講
さ
せ
た
、
又
は
個
々
の

放
課
後
児
童
支
援
員
等
が
有
す
る
経
歴
、
資
格
等
か
ら
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る

と
市
町
村
が
認
め
た
上
で
配
置
し
、
当
該
費
用
を
市
町
村
が
助
成
（
補
助
）

４
留
意
事
項

（
１
）
別
添
３
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
障
害
児
受
入
推
進
事
業
）

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

（
２
）
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
等
が
実
施
す
る
「
職
員
の
資
質
向

上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成

年
５
月

日
付
け

別
添
７
障
害
児
受
入
強
化
推
進
事
業

１
趣
旨
児
童
福
祉
法
（
昭
和

年
法
律
第

号
）
第
６
条
の
３
第
２
項
及
び
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

年
厚
生
労
働
省

令
第

号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

を
行
う
者
に
お
い
て
、
５
人
以
上
の
障
害
児
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
、
障
害
児
の
受

入
れ
に
必
要
と
な
る
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
等
を
複
数
配

置
す
る
こ
と
で
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
も
の
で
あ

る
。

２
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

３
事
業
内
容

別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
お
け
る
障
害
児
の
受
入
れ
を

推
進
す
る
た
め
、
５
人
以
上
の
障
害
児
の
受
入
れ
を
行
う
場
合
に
、
別
添
３
に
基
づ

く
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
障
害
児
受
入
推
進
事
業
）
に
よ
る
放
課
後
児
童

支
援
員
等
の
配
置
に
加
え
て
、
以
下
の
（
１
）
～
（
３
）
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ

り
、
障
害
児
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
必
要
な
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
放
課
後
児
童

支
援
員
等
を
１
名
以
上
配
置
す
る
。

な
お
、
障
害
児
の
対
象
に
つ
い
て
は
、
別
添
３
と
同
様
と
す
る
。

（
１
）
市
町
村
が
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
等
を
直
接
雇
用
し
、

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
に
派
遣
し
て
配
置

（
２
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
放
課
後
児

童
支
援
員
等
を
雇
用
し
て
配
置
し
、
当
該
費
用
を
市
町
村
が
委
託
費
と
し
て
支
出

（
３
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
雇
用
し
た
放
課
後
児
童
支
援
員
等
に

つ
い
て
、
市
町
村
が
一
定
期
間
内
に
必
要
な
研
修
を
受
講
さ
せ
た
、
又
は
個
々
の

放
課
後
児
童
支
援
員
等
が
有
す
る
経
歴
、
資
格
等
か
ら
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る

と
市
町
村
が
認
め
た
上
で
配
置
し
、
当
該
費
用
を
市
町
村
が
助
成
（
補
助
）

４
留
意
事
項

（
１
）
別
添
３
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
障
害
児
受
入
推
進
事
業
）

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

（
２
）
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
等
が
実
施
す
る
「
職
員
の
資
質
向

上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成

年
５
月

日
付
け
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新
 

旧
 

 
雇
児
発

第
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
の
別
添

７
「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
に
よ
り
行
う
放
課
後
児
童
支

援
員
等
資
質
向
上
研
修
事
業
を
十
分
に
活
用
す
る
な
ど
し
て
、
障
害
児
対
応
を
行

う
放
課
後
児
童
支
援
員
等
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
、
専
門
的
知
識
や
技
術
等
の

習
得
に
努
め
、
障
害
児
の
受
入
れ
の
推
進
を
図
る
こ
と
。

５
費
用

（
１
）
国
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
市
町
村
等
は
、
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
と
し
て
、
保
護
者
か

ら
徴
収
し
た
額
を
充
当
し
て
は
な
ら
な
い
。

雇
児
発

第
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
の
別
添

７
「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
に
よ
り
行
う
放
課
後
児
童
支

援
員
等
資
質
向
上
研
修
事
業
を
十
分
に
活
用
す
る
な
ど
し
て
、
障
害
児
対
応
を
行

う
放
課
後
児
童
支
援
員
等
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
、
専
門
的
知
識
や
技
術
等
の

習
得
に
努
め
、
障
害
児
の
受
入
れ
の
推
進
を
図
る
こ
と
。

５
費
用

（
１
）
国
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
市
町
村
等
は
、
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
と
し
て
、
保
護
者
か

ら
徴
収
し
た
額
を
充
当
し
て
は
な
ら
な
い
。
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新
 

旧
 

 別
添
８
小
規
模
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業

１
趣
旨
児
童
福
祉
法
（
昭
和

年
法
律
第

号
）
第
６
条
の
３
第
２
項
及
び
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

年
厚
生
労
働
省

令
第

号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

を
行
う
場
所
（
以
下
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
一

の
支
援
の
単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
が

人
以
下
の
小
規
模
な
放
課
後
児
童
健

全
育
成
事
業
所
に
複
数
の
放
課
後
児
童
支
援
員
等
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

２
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

３
事
業
内
容

別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
に
お
い
て
、
一
の
支
援

の
単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
が
、

人
以
下
の
小
規
模
な
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業
所
に
放
課
後
児
童
支
援
員
等
を
複
数
配
置
す
る
。

４
実
施
方
法

本
事
業
の
対
象
と
な
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
は
、
別
添
１
の
３

～
（
１
）
及
び

（
１
）
の
内
容
を
満
た
す
こ
と
を
基
本
と
し
、
一
の
支
援
の

単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
は

人
以
下
を
要
件
と
す
る
。

５
留
意
事
項

（
１
）
本
事
業
は
、
一
の
支
援
の
単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
が

人
以
下
の
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
に
お
け
る
２
人
目
以
降
の
放
課
後
児
童
支
援
員
等
に

係
る
人
件
費
を
計
上
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
運
営
に
係
る
経
費
（
１
人

目
の
人
件
費
や
光
熱
水
費
等
）
に
つ
い
て
は
、
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健

全
育
成
事
業
に
計
上
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
別
添
２
～
別
添
７
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
事
業
に
必
要
な
経
費
に
つ
い
て
は
、

本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

６
費
用

（
１
）
国
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

別
添
８
小
規
模
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業

１
趣
旨
児
童
福
祉
法
（
昭
和

年
法
律
第

号
）
第
６
条
の
３
第
２
項
及
び
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

年
厚
生
労
働
省

令
第

号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

を
行
う
場
所
（
以
下
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
一

の
支
援
の
単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
が

人
以
下
の
小
規
模
な
放
課
後
児
童
健

全
育
成
事
業
所
に
複
数
の
放
課
後
児
童
支
援
員
等
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

２
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

３
事
業
内
容

別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
に
お
い
て
、
一
の
支
援

の
単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
が
、
人
以
下
の
小
規
模
な
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
所
に
放
課
後
児
童
支
援
員
等
を
複
数
配
置
す
る
。

４
実
施
方
法

本
事
業
の
対
象
と
な
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
は
、
別
添
１
の
３

～
（
１
）
及
び

（
１
）
の
内
容
を
満
た
す
こ
と
を
基
本
と
し
、
一
の
支
援
の
単

位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
は

人
以
下
を
要
件
と
す
る
。

５
留
意
事
項

（
１
）
本
事
業
は
、
一
の
支
援
の
単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
が

人
以
下
の
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
に
お
け
る
２
人
目
以
降
の
放
課
後
児
童
支
援
員
等
に

係
る
人
件
費
を
計
上
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
運
営
に
係
る
経
費
（
１
人

目
の
人
件
費
や
光
熱
水
費
等
）
に
つ
い
て
は
、
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健

全
育
成
事
業
に
計
上
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
別
添
２
～
別
添
７
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
事
業
に
必
要
な
経
費
に
つ
い
て
は
、

本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

６
費
用

（
１
）
国
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。
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21
 

 

新
 

旧
 

 （
２
）
市
町
村
等
は
、
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
一
部
を
保
護
者
か

ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
市
町
村
等
は
、
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
一
部
を
保
護
者
か

ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
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（案）

雇児発※※※第※号

平成※※年※※月※※日

都道府県知事

各 指定都市市長 殿

中核市市長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

（公 印 省 略）

「放課後児童クラブ環境改善整備推進事業」の実施について

標記については、今般、別紙のとおり「放課後児童クラブ環境改善整備推進事業実施要

綱」を定め、平成 年１月 日から適用することとしたので通知する。

ついては、管内市町村（特別区を含む。）に対して周知をお願いするとともに、本事業

の適正かつ円滑な実施に期されたい。

資料２
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別 紙

放課後児童クラブ環境改善整備推進事業実施要綱

１ 趣旨

放課後児童クラブにおけるＩＣＴ化を推進し、放課後児童支援員等が効率的かつ効果

的に業務を遂行できる環境を整備することにより、放課後児童健全育成事業の円滑な実

施を図るものである。

２ 実施主体

本事業の実施主体は、市町村（特別区及び一部事務組合を含む。以下同じ。）とする。

ただし、市町村が適切と認めた者に委託等を行うことができるものとする。

３ 事業内容

児童福祉法（昭和 年法律第 号。）第６条の３第２項及び放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準（平成 年厚生労働省令第 号）に基づく放課後児童

健全育成事業を行う場所（以下「放課後児童クラブ」という。）においては、放課後児

童クラブ運営指針（平成 年３月 日雇児発 第 号雇用均等・児童家庭局長通

知）により、その職務内容として、子どもが放課後児童クラブでの生活に見通しを持て

るように、育成支援の目標や計画を作成し、保護者と共通の理解を得られるようにする

ことや、日々の子どもの状況や育成支援の内容を記録することが求められている。この

ため、これらの書類作成等の業務を円滑に遂行するためのＩＣＴ機器の導入に必要な費

用の一部を補助する事業とする。

４ 対象経費

本事業の対象となる費用は、放課後児童クラブにおける放課後児童支援員等の業務の

円滑な遂行に資するパソコン及びその周辺機器やソフトウェア等（以下「ＩＣＴ機器」

という。）を新たに導入するための購入費及びその消費税とする。

具体的なＩＣＴ機器の内容については、以下のようなものが考えられるが、本事業の

効果的な実施に当たって必要な経費を計上すること。

【ＩＣＴ機器の例】

タブレット端末、パソコン、プリンタ、アクセスポイント、ソフトウェアなど

５ 費用

（１）国は、市町村が実施する事業又は助成する事業に対して、別に定めるところにより

補助するものとする。

（２）市町村等は、本事業を実施するために必要な経費として、保護者から徴収した額を

充当してはならない。
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（案） 
                                           厚生労働省発子児※第※号

平成※※年※※月※※日 
 
 
       
 各 市町村長 殿 
       
 

厚 生 労 働 事 務 次 官 
（ 公 印 省 略 ）  

 
 
 

児童健全育成対策費補助金の国庫補助について 
 
 
標記国庫補助金の交付については、別紙「児童健全育成育成対策費補助金交付要綱」に

より行うこととされ、平成２８年１月２０日から適用することとされたので通知する。 
 

資料３
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別 紙 
 

児童健全育成対策費補助金交付要綱 
 
（通 則） 
１ 児童健全育成対策費補助金（以下「補助金」という。）の交付については、予算の範

囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭

和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭

和３０年政令第２５５号。以下「適正化令」という。）及び厚生労働省所管補助金等交

付規則平成１２年 令第６号）の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

 
（交付の目的） 

２ この補助金は、「放課後児童クラブ環境改善整備推進事業」の実施について（平成※

年※月※日雇児発※※第※号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づく放課後

児童クラブにおける放課後児童支援員等の業務の円滑な遂行に資するパソコン及びそ

の周辺機器やソフトウェア等の新たな導入に要する経費に対して補助金を交付するこ

とにより、放課後児童クラブにおけるＩＣＴ化の推進を図ることを目的とする。 
 
（交付の対象） 
３ この補助金は、「放課後児童クラブ環境改善整備推進事業」の実施について（平成※

年※月※日雇児発※※第※号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）の別紙に基づき

市町村が行う事業とする。 
 
（交付額の算定方法） 

４ この補助金の交付額の算定方法は、次により算定された額とする。ただし、算出され

た合計額に 円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。

（１） 次の表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額とを比較し

て少ない方の額を選定する。

１ 基 準 額 ２ 対象経費 ３ 補助率 
 １支援の単位当たり ５０万円 
 

事業の実施に要する経費 ３／４ 

（２）（１）により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額を選定する。 
（３）（２）により選定された額に第３欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とす

る。 

厚生省

労働省
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（交付の条件） 
５ この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 
（１）事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承認

を受けなければならない。 
（２）事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければなら

ない。 
（３）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、

速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない。 
（４）事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械及び器具

については、適正化令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定め

る期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の目

的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはなら

ない。 
（５）厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、

その収入の全部、又は一部を国庫に納付させることがある。 
（６）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後において

も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなけれ

ばならない。 
（７）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び

地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、別紙様式４により速やかに厚生労働大

臣に報告しなければならない。なお、交付対象事業者が全国的に事業を展開する組

織の一支部又は一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行

わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合

は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、厚生労働大

臣は報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付させる

ことがある。

（８）この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式１による

調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、か

つ調書及び証拠書類を事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には

その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しなければならない。

ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間

を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適正化令第１４条第１項第２号

の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか長い日まで保

管しておかなければならない。

 
（申請手続） 

６ この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。 
（１） 市町村長は、別紙様式２による交付申請書に関係書類を添えて、都道府県知事が定

める日までに提出するものとする。 
（２） 都道府県知事は、別紙様式２の申請書を受理した時は、厚生労働大臣が別に定める

日までに提出するものとする。 
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（変更申請手続） 
７ この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を

行う場合には、第６条に定める申請手続に従い、別に定める日までに行うものとする。 
 
（交付決定）

８ 厚生労働大臣は、交付申請書又は変更交付申請書が到達した日から起算して原則とし

て２か月以内に交付の決定又は決定の変更を行うものとする。

２ 市町村は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があることにより、

交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から１５日以内に

その旨を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

（補助金の概算払） 
９ 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内

において概算払をすることができる。 
 
（実績報告） 

１０ この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。 
（１） 市町村長は、事業が完了した日から起算して１か月を経過した日（第５条の（２）

により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日か

ら起算して１か月を経過した日）までに、別紙様式３による事業実績報告書に関係

書類を添えて、都道府県知事に提出するものとする。 
（２） 都道府県知事は、別紙様式３の実績報告書を受理した時は、事業の完了の日から起

算して１か月を経過した日（第５条の（２）により事業の中止又は廃止の承認を受

けた場合には、当該承認通知を受けた日から１月を経過した日）又は翌年度４月１

０日のいずれか早い日までに、厚生労働大臣に提出して行わなければならない。 
 
（補助金の返還） 

１１ 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返

還することを命ずる。 
 
（その他） 

１２ 特別の事情により第４条、第６条、第７条及び第１０条に定める算定方法、手続き

によることができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めると

ころによるものとする。 
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別
紙
様
式
１

市
町

村
名

円
円

円
円

円
円

円

（
注
）

１
．
「
科

目
」
欄
は
、
国
の
歳

出
予

算
科

目
の

区
分

に
対

応
す
る
部
分
ま
で
区
分
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

２
．

３
．
「
備

考
」
欄
は
、
参
考
と
な
る
べ

き
事

項
を
適

宜
記

載
す
る
こ
と
。

備
考

支
出

済
額

う
ち
国
庫
補
助
金

相
当
額

う
ち
国
庫
補
助
金

相
当
額

歳
出

地
方
公
共
団
体

予
算
現
額

収
入
済
額

歳
入

科
目

予
算

現
額

歳
出
予
算
科
目

交
付
決

定
の

額

国

補
助

率

科
目

平
成

年
度

児
童

健
全

育
成

対
策

費
補

助
金

調
書

「
予
算
現
額
」
欄
は
、
歳

入
に
あ
っ
て
は

当
初

予
算

額
、
補
正

予
算

額
等

の
区

分
を
、
歳

出
に
あ
っ
て
は

当
初

予
算

額
、
補

正
予

算
額
、
予
備
費
支
出
額
、
流
用
増
減
額
等
の
区
分
を
明
ら
か
に
し
て
記
載
す
る
こ
と
。
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別紙様式２

＜ 番 号 ＞
平成 年 月 日

厚 生 労 働 大 臣 殿

○ ○ 市 町 村 長 印

標記について、次により国庫補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。

１ 国庫補助金交付申請額 金 円
金 円
金 円

２ 平成 年度児童健全育成対策費補助金所要額調書（別表１）

３ 平成 年度児童健全育成対策費補助金内訳書（別表２）

（添付資料）

（１）

（２）

平成 年度児童健全育成対策費補助金の交付申請について

当該年度の歳入歳出予算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出予定額を備考欄に明
記すること。）

その他参考となる資料
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別
表

１

市
町

村
名

①
②

④
⑤

⑥
⑦

⑧
円

円
円

円
円

円
円

円

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．

⑤
欄

に
は

、
交

付
要

綱
の

４
に
定

め
る
基

準
額

に
基

づ
き
算

定
さ
れ

た
金

額
を
を
記

入
す
る
こ
と
。

２
．

⑥
欄

は
③

欄
、
④

欄
及

び
⑤

欄
を
比

較
し
、
最

も
少

な
い
額

を
記

入
す
る
こ
と
。

３
．

⑦
欄

に
は

、
⑥

欄
の

額
を
記

入
す
る
こ
と
。

４
．

⑧
欄

に
は

、
⑦

欄
の

額
に
３
／

４
を
乗

じ
て
得

た
額

（
１
，
０
０
０
円

未
満

の
端

数
が

生
じ
た
場

合
は

、
こ
れ

を
切

り
捨

て
る
も
の

と
す
る
。
）
を
記

入
す
る
こ
と
。

③
(①

-
②

)

児
童

健
全

育
成

対
策

費
補

助
金

平
成

年
度
児
童
健
全
育
成
対
策
費
補
助
金
所
要
額
調
書

事
業

名
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

予
定

額
差

引
額

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
選

定
額

国
庫

補
助

基
本

額
国

庫
補

助
所

要
額

3
/
4
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別
表

２
市

町
村

名

①
②

③
④

⑤
⑥

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

計 （
記

入
上

の
注

意
）

１
．
①

欄
は

、
支

援
の

単
位

ご
と
に
作

成
す
る
こ
と
と
し
、
一

つ
の

ク
ラ
ブ
に
複

数
の

支
援

の
単

位
が

あ
る
場

合
は

「
○

○
ク
ラ
ブ
Ａ
」
「
○

○
ク
ラ
ブ
Ｂ
」
等

と
区

分
し
て
記

入
す
る
こ
と
。

２
．
②

欄
は

公
設

の
場

合
は

「
公

」
、
民

設
の

場
合

は
「
民

」
と
記

入
す
る
こ
と
。

３
．
③

欄
は

、
以

下
に
よ
り
記

入
す
る
こ
と
。

４
．
④

欄
は

、
本

事
業

に
よ
り
購

入
し
た
ＩＣ

Ｔ
機

器
の

内
容

に
つ
い
て
記

入
す
る
こ
と
。

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
№

放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ
名

区
分

設
置

主
体

ＩＣ
Ｔ
機

器
の

内
容
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別紙様式３

＜ 番 号 ＞
平成 年 月 日

厚 生 労 働 大 臣 殿

○ ○ 都 道 府 県 知 事 印

（添付資料）

１ 平成 年度児童健全育成対策費補助金所要額市町村別内訳表

２ 平成 年度児童健全育成対策費補助金交付申請書
●●市外 ●市町村分

平成 年度児童健全育成対策費補助金の交付申請書の提出について

標記について、別添のとおり市町村の申請書を受理し、その内容を審査した結果適正と認め
られるので提出する。

-32-

H28別冊－厚労省　課長会議.indd   32 2016/02/16   20:15:57



都道府県名

№ 市町村名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

合計（ 市町村分）

平成 年度児童健全育成対策費補助金 所要額市町村別内訳表

国庫補助所要額
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別紙様式４の１

＜ 番 号 ＞

○ ○ 市 町 村

平成 年 月 日

○ ○ 都 道 府 県 知 事 印

１

２ 事業に要する経費及びこの補助金の額は次のとおりである。

金 円

金 円

３ この補助金の額の決定は交付要綱に定める交付額の算定方法により行われたものである。

４ この補助金は、交付要綱の５に規定する事項を条件として交付するものとする。

５ 事業に係る実績報告は、交付要綱の１０に定めるところにより行わなければならない。

６ この補助金の交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における法第９条第１項の規
定による申請の取下げをすることができる期限は、平成 年 月 日とする。

ただし、事業の内容が変更された場合において、事業に要する経費又は交付金の額が変
更されるときは、別に通知するところによるものとする。

事業に要する経費

交 付 決 定 額

平成 年度児童健全育成対策費補助金交付決定通知書

平成 年 月 日＜発番＞で申請のあった平成 年度児童健全育成対策費補助金について
は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「法」と
いう。）第６条第１項の規定により次のとおり交付することに決定されたので、同法第８条の規定
により通知する。

この補助金の交付の対象となる事業（以下「事業」という。）は、平成 年度児童健全育成
対策費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第３条に規定する事業であり、その内容
は平成 年 月 日＜発番＞申請書記載のとおりである。
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別紙様式４の２

＜ 番 号 ＞

○ ○ 市 町 村

平成 年 月 日

○ ○ 都 道 府 県 知 事 印

１

２ この補助金の額は次のとおりである。

金 円

金 円

金 円

３

平成 年度児童健全育成対策費補助金追加交付決定通知書

平成 年 月 日＜発番＞で交付決定の通知をした平成 年度児童健全育成対策費補助金
については、平成 年 月 日＜発番＞申請に基づき、決定の内容の一部が次のとおり変更す
ることに決定されたので通知する。

この補助金の交付の対象となる事業、その他は「平成 年度児童健全育成対策費補助
金交付決定通知書」の各項によるものである。

この補助金の交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における補助金等に係る予
算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第９条第１項の規定による申請
の取下げをすることができる期限は、平成 年 月 日とする。

今回交付決定額
前回交付決定額
差 引 追 加 額
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別紙様式５

＜ 番 号 ＞
平成 年 月 日

厚 生 労 働 大 臣 殿

○ ○ 市 町 村 長 印

標記について、その事業実績を次のとおり関係書類を添えて報告する。

１ 平成 年度児童健全育成対策費補助金金精算書（別表１）

２ 平成 年度児童健全育成対策費補助金精算額調書（別表２）

（添付資料）

（１）

（２）

平成 年度児童健全育成対策費補助金の事業実績報告について

その他参考となる資料

当該年度の歳入歳出決算書（見込書）抄本
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別
表

１

市
町

村
名

①
②

④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

（
⑩

-
⑧

）
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

児
童

健
全

育
成

対
策

費
補

助
金

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．

⑤
欄

に
は

、
交

付
要

綱
の

別
紙

の
４
に
定

め
る
基

準
額

に
基

づ
い
て
算

定
さ
れ

た
金

額
を
記

入
す
る
こ
と
。

２
．

⑥
欄

は
③

欄
、
④

欄
及

び
⑤

欄
を
比

較
し
、
最

も
少

な
い
額

を
記

入
す
る
こ
と
。

３
．

⑦
欄

に
は

、
⑥

欄
の

額
を
記

入
す
る
こ
と
。

４
．

⑧
欄

に
は

、
⑦

欄
の

額
に
３
／

４
を
乗

じ
て
得

た
額

（
１
，
０
０
０
円

未
満

の
端

数
が

生
じ
た
場

合
は

、
こ
れ

を
切

り
捨

て
る
も
の

と
す
る
。
）
を
記

入
す
る
こ
と
。

国
庫

補
助

金
交

付
決

定
額

国
庫

補
助

金
受

入
済

額
差

引
過

不
足

額

③
(①

-
②

)

平
成

年
度

児
童

健
全

育
成

対
策

費
補

助
金

精
算

書

事
業

名
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
差

引
額

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

選
定

額
国

庫
補

助
基

本
額

国
庫

補
助

所
要

額

3
/
4
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別
表

２
市

町
村

名

①
②

③
④

⑤
⑥

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

計 （
記

入
上

の
注

意
）

１
．
①

欄
は

、
支

援
の

単
位

ご
と
に
作

成
す
る
こ
と
と
し
、
一

つ
の

ク
ラ
ブ
に
複

数
の

支
援

の
単

位
が

あ
る
場

合
は

「
○

○
ク
ラ
ブ
Ａ
」
「
○

○
ク
ラ
ブ
Ｂ
」
等

と
区

分
し
て
記

入
す
る
こ
と
。

２
．
②

欄
は

公
設

の
場

合
は

「
公

」
、
民

設
の

場
合

は
「
民

」
と
記

入
す
る
こ
と
。

３
．
③

欄
は

、
以

下
に
よ
り
記

入
す
る
こ
と
。

４
．
④

欄
は

、
本

事
業

に
よ
り
購

入
し
た
ＩＣ

Ｔ
機

器
の

内
容

に
つ
い
て
記

入
す
る
こ
と
。

№
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
名

設
置

主
体

区
分

ＩＣ
Ｔ
機

器
の

内
容

国
庫

補
助

基
準

額
対

象
経

費
の

実
支

出
額
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別紙様式６

＜ 番 号 ＞
平成 年 月 日

厚 生 労 働 大 臣 殿

○ ○ 都 道 府 県 知 事 印

（添付資料）

１ 平成 年度児童健全育成対策費補助金精算額市町村別内訳表

２ 平成 年度児童健全育成対策費補助金事業実績報告書
●●市外 ●市町村分

平成 年度児童健全育成対策費補助金の事業実績報告書の提出について

平成 年 月 日＜発番＞により交付された平成 年度児童健全育成対策費補助金につい
て、別添のとおり市町村の事業実績報告書を受理し、その内容を審査した結果適正と認められ
るので提出する。
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都道府県名

№ 市町村名
交付金（国庫）

所要額
交付金（国庫）

交付決定額
交付金（国庫）

受入済額
返納額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

※「返納額」欄は、返納金がある場合には当該額を、返納金がない場合は「０」を記入すること。

合計（ 市町村分）

平成 年度児童健全育成対策費補助金 交付金精算額市町村別内訳表
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別紙様式７

＜ 番 号 ＞

○ ○ 市 町 村

※（ ）内は返還がある場合

平成 年 月 日

○ ○ 都 道 府 県 知 事 印

（施行注意）
（ ）内の字句は返還が生じた市町村においてのみ使用するものとする。

平成 年度児童健全育成対策費補助金 交付額確定通知書

平成 年 月 日＜発番＞をもって交付決定した平成 年度児童健全育成対策費補助金に
ついては、平成 年 月 日＜発番＞事業実績報告に基づき交付額を以下のとおり確定したの
で通知する。
（なお、超過交付となった金 円については補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和３０年法律第１７９号）第１８条第２項の規定により、平成 年 月 日までに返還
することを命ずる。）
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別紙様式８

＜ 番 号 ＞
平成 年 月 日

厚 生 労 働 大 臣 殿

○ ○ 市 町 村 長 印

１

金 円

２

金 円

（注） 別添参考となる書類（２の金額の積算内訳等）

平成 年度消費税及び地方消費税仕入税額控除報告書

消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入税額控
除額（要国庫補助金等返還相当額）

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第１５条に
基づく額の確定額又は事業実績報告額

記

平成 年 月 日＜発番＞により交付決定のあった平成 年度児童健全育成対策費補助金
について児童健全育成対策費補助金交付要綱の５（７）の規定に基づき、下記のとおり報告す
る。
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事 務 連 絡

平成２８年２月１５日

各都道府県・指定都市・中核市

子ども・子育て支援新制度担当課
御中

保 育 担 当 課

内 閣 府 子 ど も ・ 子 育 て 本 部

参事官（子ども・子育て支援担当）

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課

保育士等の子どもを対象とする保育所等の優先利用等について（周知）

平成27年４月に施行された子ども・子育て支援新制度における保育所等の優先利用の考

え方については、「子ども・子育て支援法に基づく支給認定等並びに特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業者の確認に係る留意事項等について」（平成26年９月10日付け府

政共生第859号・26文科初第651号・雇児発0910第２号。以下「留意事項通知」という。）

第２の７においてお示ししているところですが、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（

平成26年12月27日閣議決定）の記載を踏まえ、「多子世帯を対象とする保育所等の優先利

用について（依頼）」（平成27年１月22付け事務連絡）により、第３子以降を保育所等の

優先利用の対象と位置づけることについて検討をお願いしておりました。

その結果について、別紙のとおりとりまとめましたのでお知らせします。貴課におかれ

ては、別紙の内容を十分御了知の上、貴管内の市町村に対し周知をお願いします。

また、留意事項通知第２の７においては、保育士等の子どもの保育所等の利用について、

「その他市町村が定める事由」として、「人材確保、育成や就業継続による全体へのメリ

ット等の観点から、保育士、幼稚園教諭、保育教諭の子どもの利用に当たって配慮するこ

とも考えられる。」と示しています。

政府においては、今般、「待機児童解消加速化プラン」に基づく平成29年度末までの整

備目標を40万人から50万人へと上積みし、待機児童解消に向けて保育の受け皿拡大を大幅

に進めていますが、保育士自身の子どもが保育所を利用できず待機児童となる場合があり、

潜在保育士の職場復帰を阻害する要因の一つとなっています。

待機児童解消に向けて保育の受け皿拡大を大幅に進めており、全国的に有効求人倍率が

高まる中、保育の担い手の確保が喫緊の課題となってきていることも踏まえると、保育士

等の子どもを優先利用の対象とすることについて、留意事項通知第２の７（２）ウ⑨（そ

の他市町村が定める事由）に該当するものとして位置付けることが考えられますので、改

めてお知らせします。

貴課におかれては、その趣旨を十分御了知の上、貴管内の市町村に対し周知し、可能な

資料１
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限り上記の趣旨を踏まえた対応を行っていただきますようお願いします。

＜問合せ先＞

【本事務連絡の内容について】

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課

企画調整係

TEL：03-3595-2542、FAX：03-3595-2674

【新制度施行に係る全般的な事項】

内閣府子ども・子育て本部参事官

（子ども・子育て支援担当）付

TEL：03-6257-1465、FAX：03-3581-0992
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（別紙）

多子世帯を対象とする保育所等の優先利用の実施状況（平成27年９月30日現在）

実施予定（実施済を含む） 541自治体

実施予定なし 321自治体

（待機児童がいないとの理由により実施していない場合を含む。）

検討中 549自治体

※ 回答があった1,411自治体の状況
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（参考）

「子ども・子育て支援法に基づく支給認定等並びに特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業者の確認に係る留意事項等について」（平成２６年９月１０日付け府政共

生第８５９号・２６文科初第６５１号・雇児発０９１０第２号）（抄）

第２ 子どものための教育・保育給付の支給認定等に係る事務

７ 優先利用

（２）優先利用に関する基本的考え方

ウ 「優先利用」の対象として考えられる事項について例示をすると、次のとお

りであること。ただし、それぞれの事項については、適用される子ども・保護

者、状況、体制等が異なることが想定されるため、運用面の詳細を含め、実施

主体である市町村において、それぞれ検討・運用する必要があること。

① ひとり親家庭

※ 母子及び寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号。平成２７年４月１日

から「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改称。）に基づく配慮義務があ

る。

② 生活保護世帯（就労による自立支援につながる場合等）

③ 主として生計を維持する者の失業により、就労の必要性が高い場合

④ 虐待又はＤＶのおそれがあることに該当する場合など、社会的養護が必要

な場合

※ 被虐待児童については、児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法

律第８２号）に基づく配慮義務がある。

⑤ 子どもが障害を有する場合

※ 例えば、障害児保育を実施している保育所については、障害児が優先的

に利用できるようにする必要性が高いため。

⑥ 育児休業を終了した場合

（例）

・ 育児休業取得前に特定教育・保育施設等を利用しており、特定教育・保

育施設等の利用を再度希望する場合

・ 育児休業取得前に認可外保育施設等を利用しており、特定教育・保育施

設又は地域型保育事業の利用を希望する場合

・ １歳時点まで育児休業を取得しており、復帰する場合

⑦ 兄弟姉妹（多胎で生まれた者や、１号認定子どもである兄姉が認定こども

園を利用している場合であってその弟妹が３号認定を受けて当該認定こども

園の利用を希望する場合を含む。）について同一の保育所等の利用を希望す

る場合

⑧ 小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童

※ 運営基準第４２条の規定により、特定地域型保育事業者は、同条第１項

に規定する連携施設を適切に確保しなければならないこととされ、また、

運営基準附則第５条の規定により、必要な適切な支援を行うことができる
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と市町村が認める場合は、法の施行の日から起算して５年を経過する日ま

での間は、連携施設を確保しないことができるとされている。

この「必要な適切な支援を行うことができると市町村が認める場合」に

は、市町村が児童福祉法第２４条第３項及び第７３条第１項の規定による

利用調整に当たっての優先度を高め、地域型保育事業において保育を受け

ていた子どもが卒園後に円滑に特定教育・保育施設において継続して教育

・保育を受けることができるようにするため必要な措置を講じている場合

が含まれるものであること。

⑨ その他市町村が定める事由

※ このほか、選考の際に、保護者の疾病・障害の状況や各世帯の経済状況

（所得等）を考慮することも考えられる。

※ また、市町村の判断により、人材確保、育成や就業継続による全体への

メリット等の観点から、保育士、幼稚園教諭、保育教諭の子どもの利用に

当たって配慮することも考えられる。

※ 併せて、放課後児童クラブの指導員等の子どもの利用に当たって配慮す

ることも考えられる。
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厚生労働省発雇児 0000 第 0 号

平 成 ※ 年 ※ 月 ※ 日

都道府県知事

各 指定都市市長 殿

中核市市長

厚 生 労 働 事 務 次 官

平成 27 年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務

効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分）の国庫補助について

標記の国庫補助金の交付については、別紙「平成 27 年度保育対策総合支援事

業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等

事業分）交付要綱」により行うこととされ、平成 28 年１月 20 日から適用する

こととされたので通知する。

各都道府県知事におかれては、貴管内市町村（特別区を含む。）に対してこの

旨通知されたい。

資料２
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別 紙

平成 27 年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化

推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分）交付要綱

（通則）

１ 平成 27 年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業及

び保育士修学資金貸付等事業分）については、法令又は予算の定めるところに従い、予算

の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

（昭和 30 年法律第 179 号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭

和 30 年政令第 255 号。以下「適化法施行令」という。）及び厚生労働省所管補助金等交付

規則（平成 12 年 令第６号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによ

る。

（交付の目的）

２ この補助金は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、保育を支える保育

士の確保に必要な措置を総合的に講ずることで、待機児童の解消を図るとともに子どもを

安心して育てることができる環境整備を行うことを目的とする。

（交付の対象）

３ この補助金は、次の事業を交付の対象とする。

（１）保育所等における業務効率化推進事業

「保育所等における業務効率化推進事業の実施について」（平成※年※月※日雇児発

0000 第 0 号）の別紙に定める「保育所等における業務効率化推進事業実施要綱」によ

り、市町村が行う事業

（２）保育士修学資金貸付等事業

「保育士修学資金の貸付け等について」（平成※年※月※日厚生労働省発雇児 0000

第 0 号）の別紙に定める「保育士修学資金貸付等制度実施要綱」により、都道府県及び

指定都市が行う事業並びに都道府県又は指定都市（以下「都道府県等」という。）が適

当と認める社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法

人（以下「補助事業者」という。）が行う事業に対して都道府県等が補助する事業

（交付の算定方法）

４ この補助金の交付額は、別表の第１欄に定める区分ごとに、次により算出された額の合

計額とする。ただし、算出された第２欄の種目ごとの合計額に 1,000 円未満の端数が生じ

た場合には、これを切り捨てるものとする。

（１）直接補助事業

① 第２欄の種目ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額

厚生省

労働省
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を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比

較して少ない方の額を選定する。

② ①により選定された額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付額

とする。

（２）間接補助事業

① 第１欄の間接補助事業について、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費

の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを補助事業者ごとに比較して

少ない方の額を選定する。

② ①により選定された額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付額

とする。

（補助金の概算払）

５ 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内に

おいて概算払をすることができる。

（交付の条件）

６ この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

（１）事業に要する経費の配分を変更する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければな

らない。

（２）事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承認を受

けなければならない。

（３）事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

（４）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速や

かに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない。

（５）事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、

又は効用の増加した価格が単価 50 万円以上の機械、器具及びその他の財産については、

適化法施行令第 14 条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過

するまで、厚生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

（６）厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その

収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

（７）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良

な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

（８）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方

消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合には、別紙様式２により速やかに厚生労働

大臣に報告しなければならない。

なお、厚生労働大臣は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
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（９）補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式１による調書を作

成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証

拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承

認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しなければならない。ただし、事業に

より取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効

用の増加した価格が単価 50 万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前

記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第 14 条第１

項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日

まで保管しておかなければならない。

（10）都道府県等は、国からの概算払により間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合に

は、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく補助事業者に交付しなければな

らない。

（11）都道府県等は、間接補助金を補助事業者に交付する場合には、以下に掲げる条件を付

さなければならない。

① （１）から（８）までに掲げる条件。

ただし、（１）から（４）及び（８）中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知

事」（指定都市の場合は「指定都市市長」）と、（５）及び（６）中「厚生労働大臣の

承認」とあるのは「都道府県知事の承認」（指定都市の場合は「指定都市市長の承認」）

と、（６）及び（８）中「国庫」とあるのは「都道府県」（指定都市の場合は「指定都

市」）と、（５）及び（８）中「補助金」とあるのは「間接補助金」と読み替えるもの

とする。この場合、（５）の規定中「50 万円」とあるのは、「30 万円」と読み替える

ものとする。

② 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証

拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃

止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管

しておかなければならない。

ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 30 万円以上の機械、

器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完

了する日、又は適化法施行令第 14 条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に

定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

（12）（11）により付した条件に基づき都道府県知事又は指定都市市長（以下「都道府県知

事等」という。）が承認する場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければ

ならない。

（13）間接補助事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、

その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

（申請手続）

７ この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。
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（１）適化法第 26 条第２項に基づき、３の（１）及び３の（２）（指定都市実施分）に係る

補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合

ア 市町村の長は、別紙様式３による申請書に関係書類を添えて都道府県知事が定める

日までに都道府県知事に提出を行うものとする。

イ 道府県知事は、アの申請書を受理したときは、その内容を審査し必要があると認め

たときは現地調査等を行い、その後、適正と認めたときは、これを取りまとめ別紙

様式４に添えて、平成 28 年２月末日までに厚生労働大臣に提出して行うものとす

る。

ウ 東京都知事はアの申請書を受理したときは、これを取りまとめ別紙様式５に添えて、

平成 28 年２月末日までに厚生労働大臣に提出を行うものとする。

（２）３の（２）（都道府県実施分）の場合

都道府県知事は、別紙様式３による申請書に関係書類を添えて、平成 28 年２月末日

までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。

（変更申請手続）

８ この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を

行う場合には、７に定める申請手続きに従い、別に定める日までに行うものとする。

（交付決定までの標準的期間）

９ この補助金の交付決定までの標準的期間は、次のとおりとする。

（１）都道府県知事は、７の（１）又は８による交付申請書が到達した日から起算して原

則として１か月以内に厚生労働大臣に提出を行うものとし、厚生労働大臣は、交付申

請書が到達した日から起算して原則として２か月以内に交付の決定（決定の変更を含

む。）を行うものとする。

（２）（１）以外の場合、厚生労働大臣は、７の（２）及び８による交付申請書が到達し

た日から起算して原則として２か月以内に交付の決定（変更の決定を含む。）を行う

ものとする。

（交付決定の通知）

10 都道府県知事は、厚生労働大臣の交付決定又は変更交付決定の通知の依頼があったとき

は、市町村の長に対し、別紙様式６、別紙様式７、又は別紙様式８により速やかに交付決

定内容及びこれに付された条件の通知を行うものとする。

（実績報告）

11 この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。

（１）適化法第 26 条第２項に基づき、３の（１）及び３の（２）（指定都市実施分）に係る

補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合

ア 市町村の長は、事業が完了したときは、別紙様式９による事業実績報告書に関係書

-52-

H28別冊－厚労省　課長会議.indd   52 2016/02/16   20:15:59



類を添えて都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出して行うものとす

る。

イ 道府県知事は、アの事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し必要があ

ると認めたときは現地調査等を行い、その後、適正と認められたときは、これを取

りまとめ別紙様式 10 に添えて平成 28 年４月 10 日までに厚生労働大臣に提出して

行うものとする。

ウ 東京都知事は、アの事業実績報告書を受理したときは、これを取りまとめ別紙様式

11 に添えて平成 28 年４月 10 日までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。

（２）３の（２）（都道府県実施分）の場合

都道府県知事は、事業が完了したときは、別紙様式９による事業実績報告書に関係書

類を添えて、事業が完了した日から起算して１月を経過した日（６の（３）により事業

の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から起算して１か月

を経過した日）又は平成 28 年４月 10 日のいずれか早い日までに厚生労働大臣に提出し

て行うものとする。

（補助金の額の確定の通知）

12 都道府県知事は、厚生労働大臣の交付額の確定の通知の依頼があったときは、市町村の

長に対して、別紙様式 12 により速やかに確定の通知を行うものとする。

（補助金の返還）

13 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える

補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還する

ことを命ずる。

（その他）

14 特別の事情により４，７，８及び 11 に定める算定方法、手続によることが出来ない場

合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めによるものとする。
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別 表

１ 区分 ２ 種目 ３ 基準額 ４ 対象経費 ５ 補助率

直 接 補 助

事業

保育所等に

おける業務

効率化推進

事業

（１）保育業務支援システム導入経費

１か所当たり 1,000,000 円以内

（２）事故予防等のためのビデオカメラ設置経費

１か所当たり 100,000 円以内

保育所等における業

務効率化推進事業を

実施するために必要

な設備購入費、リー

ス料、工事費、保守

料、通信運搬費及び

備品購入費

３／４

保育士修学

資金貸付事

業（都道府

県 等 実 施

分）

１ 保育士修学資金貸付

（１）基本額

１人当たり月額 50,000 円以内

（２）加算額

・入学準備金（貸付初回時） １人当たり 200,000 円

・就職準備金（卒業時） １人当たり 200,000 円

・貸付申請時に生活保護受給世帯の者であって、養成施設に入

学し、在学する者

１月当たり貸付申請時における貸付対象者の居住地の生

活扶助基準の居宅（第１類）に掲げる額のうち貸付対象者の

年齢に対応する年齢区分の額に相当する額以内

２ 保育補助者雇上費貸付

１か所当たり年額 2,953,000 円以内

３ 未就学児をもつ潜在保育士に対する保育料の一部貸付

潜在保育士が要した保育料の 1/2

ただし、上限 月額 27,000 円

４ 就職準備金貸付

１人当たり 200,000 円

５ 事務費

１事業当たり 4,275,000 円

※ 都道府県から委託を受けた都道府県社会福祉協議会が保育

士修学資金貸付等事業を実施する場合に限る。

保育士修学資金貸付

事業を実施するため

に必要な貸付金、報

酬、給料、職員手当

等、賃金、共済費、

旅費、需用費（消耗

品費、燃料費、会議

費、印刷製本費、光

熱水費及び修繕料）、

役務費（通信運搬費、

広告料、手数料）、委

託料、使用料及び賃

借料並びに備品購入

費等

９／１０

間 接 補 助

事業

保育士修学

資金貸付事

業（補助事

業 者 実 施

分）

以下に掲げる額に９／１０を乗じて得た額

１ 保育士修学資金貸付

（１）基本額

１人当たり月額 50,000 円以内

（２）加算額

・入学準備金（貸付初回時） １人当たり 200,000 円

・就職準備金（卒業時） １人当たり 200,000 円

・貸付申請時に生活保護受給世帯の者であって、養成施設に入

学し、在学する者

１月当たり貸付申請時における貸付対象者の居住地の生

活扶助基準の居宅（第１類）に掲げる額のうち貸付対象者の

年齢に対応する年齢区分の額に相当する額以内

２ 保育補助者雇上費貸付

１か所当たり年額 2,953,000 円以内

３ 未就学児をもつ潜在保育士に対する保育料の一部貸付

潜在保育士が要した保育料の 1/2

ただし、上限 月額 27,000 円

保育士修学資金貸付

事業を実施するため

に必要な報酬、給料、

職員手当等、賃金、

共済費、旅費、需用

費（消耗品費、燃料

費、会議費、印刷製

本費、光熱水費及び

修繕料）、役務費（通

信運搬費、広告料、

手数料）、委託料、使

用料及び賃借料並び

に備品購入費等

１０／１０

（注）

-54-

H28別冊－厚労省　課長会議.indd   54 2016/02/16   20:16:00



４ 就職準備金貸付

１人当たり 200,000 円

５ 事務費

１事業当たり 4,275,000 円

（注）補助事業者が行う事業に対し、別に定めるところにより、都道府県等が総事業費の

１／１０を補助する場合に限る。
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別
紙
様
式
１

都
道

府
県

名

円
円

円
円

円
円

円

（
注
）

１
．
「
科

目
」
欄
は
、
国
の
歳

出
予

算
科

目
の

区
分

に
対

応
す
る
部
分
ま
で
区
分
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

２
．

３
．
「
備

考
」
欄
は
、
参
考
と
な
る
べ

き
事

項
を
適

宜
記

載
す
る
こ
と
。

備
考

支
出

済
額

う
ち
国
庫
補
助
金

相
当
額

う
ち
国
庫
補
助
金

相
当
額

歳
出

地
方
公
共
団
体

予
算
現
額

収
入
済
額

歳
入

科
目

予
算

現
額

歳
出
予
算
科
目

交
付
決

定
の

額

国

補
助

率

科
目

保
育

対
策

総
合

支
援

事
業

費
補

助
金

（
保

育
所

等
に
お
け
る
業

務
効

率
化

推
進

事
業

及
び
保

育
士

修
学

資
金

貸
付

等
事

業
分

）
調

書

「
予
算
現
額
」
欄
は
、
歳

入
に
あ
っ
て
は

当
初

予
算

額
、
補
正

予
算

額
等

の
区

分
を
、
歳

出
に
あ
っ
て
は

当
初

予
算

額
、
補

正
予

算
額
、
予
備
費
支
出
額
、
流
用
増
減
額
等
の
区
分
を
明
ら
か
に
し
て
記
載
す
る
こ
と
。
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別紙様式２

＜ 番 号 ＞
平成 年 月 日

厚 生 労 働 大 臣 殿

○ ○ 都 道 府 県 知 事 印
○ ○ 市 町 村 長

１

金 円

２

金 円

（注） 別添参考となる書類（２の金額の積算内訳等）

平成２７年度消費税及び地方消費税仕入税額控除報告書

消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入税額控
除額（要国庫補助金等返還相当額）

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第１５条に
基づく額の確定額又は事業実績報告額

記

平成 年 月 日第※号により交付決定のあった平成２７年度保育対策総合支援事業費補助
金（保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分）について平成
２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業及び保育士
修学資金貸付等事業分）交付要綱６の（８）の規定に基づき、下記のとおり報告する。
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別紙様式３

＜ 番 号 ＞
平成 年 月 日

厚 生 労 働 大 臣 殿

○ ○ 都 道 府 県 知 事 印
○ ○ 市 町 村 長

標記について、次により国庫補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。

１ 国庫補助金交付申請額 金 円

２

３

（添付資料）

（１）

（２）

当該年度の歳入歳出予算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出予定額を備考欄に明
記すること。）

その他参考となる資料

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業
及び保育士修学資金貸付等事業分）の交付申請について

保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業及び保育士
修学資金貸付等事業分）所要額調書（別表１）

保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業及び保育士
修学資金貸付等事業分）内訳書（別表２）

-58-

H28別冊－厚労省　課長会議.indd   58 2016/02/16   20:16:00



都道府県名

（千円）

国庫補助基本額 国庫補助所要額

都道府県事業（直接補助）

都道府県間接補助事業

指定都市間接補助事業

市町村事業（直接補助）

国庫補助所要額（合計）

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化
推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分）国庫補助所要額総括表
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別
表

１

①
②

④
⑤

⑥
⑦

⑧
円

円
円

円
円

円
円

円

（
記

載
上

の
注

意
）

１
．

⑤
欄

に
は

、
別

表
の

第
３
欄

に
定

め
る
基

準
額

を
記

入
す
る
こ
と
。

２
．

⑥
欄

は
③

欄
、
④

欄
及

び
⑤

欄
を
比

較
し
、
最

も
少

な
い
額

を
記

入
す
る
こ
と
。

３
．

⑦
欄

に
は

、
⑥

欄
の

額
を
記

入
す
る
こ
と
。

４
．

⑧
欄

に
は

、
⑦

欄
の

額
に
別

表
の

第
５
欄

に
定

め
る
補

助
率

を
乗

じ
て
得

た
額

（
１
，
０
０
０
円

未
満

の
端

数
が

生
じ
た
場

合
は

、
こ
れ

を
切

り
捨

て
る
も
の

と
す
る
。
）
を
記

入
す
る
こ
と
。

保
育

対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
（
保
育
所
等
に
お
け
る
業

務
効

率
化

推
進

事
業

及
び
保

育
士

修
学

資
金

貸
付

等
事

業
分

）
所

要
額

調
書

（
都

道
府

県
事

業
・
直

接
補

助
）

事
業

名
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

予
定

額
差

引
額

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
選

定
額

国
庫

補
助

基
本

額
国

庫
補

助
所

要
額

都
道

府
県

名

③
(①

-
②

)

保
育

士
修

学
資

金
貸

付
等

事
業

（
都

道
府

県
実

施
分

）

合
計

9
/
1
0
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別
表

１

市
町

村
名

①
②

④
⑤

⑥
⑦

⑧
円

円
円

円
円

円
円

円

（
記

載
上

の
注

意
）

１
．

⑤
欄

に
は

、
別

表
の

第
３
欄

に
定

め
る
基

準
額

を
記

入
す
る
こ
と
。

２
．

⑥
欄

は
③

欄
、
④

欄
及

び
⑤

欄
を
比

較
し
、
最

も
少

な
い
額

を
記

入
す
る
こ
と
。

３
．

⑦
欄

に
は

、
⑥

欄
の

額
を
記

入
す
る
こ
と
。

４
．

⑧
欄

に
は

、
⑦

欄
の

額
に
別

表
の

第
５
欄

に
定

め
る
補

助
率

を
乗

じ
て
得

た
額

（
１
，
０
０
０
円

未
満

の
端

数
が

生
じ
た
場

合
は

、
こ
れ

を
切

り
捨

て
る
も
の

と
す
る
。
）
を
記

入
す
る
こ
と
。

合
計

③
(①

-
②

)

保
育

対
策

総
合

支
援

事
業

費
補

助
金

（
保

育
所

等
に
お
け
る
業

務
効

率
化

推
進

事
業

及
び
保

育
士

修
学

資
金

貸
付

等
事

業
分

）
所

要
額

調
書

（
市

町
村

事
業

・
直

接
補

助
）

事
業

名
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

予
定

額
差

引
額

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
選

定
額

国
庫

補
助

基
本

額
国

庫
補

助
所

要
額

保
育

所
等

に
お
け
る
業

務
効

率
化

推
進

事
業

保
育

士
修

学
資

金
貸

付
等

事
業

（
指

定
都

市
実

施
分

）

3
/
4

9
/
1
0
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別
表

１

都
道

府
県

名

総
事

業
費

寄
付

金
そ
の

他
の

収
入

額
差

引
額

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
選

定
額

合
計

都
道

府
県

補
助

額
国

庫
補

助
基

本
額

国
庫

補
助

所
要

額

①
②

③
（
①

－
②

）
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

保
育

士
修

学
資

金
貸

付
等

事
業

（
補

助
事

業
者

実
施

分
）

合
計

（
記

載
上

の
注

意
）

１
．
①

か
ら
⑩

の
各

欄
に
は

補
助

事
業

者
の

合
計

を
記

載
す
る
こ
と

保
育

対
策

総
合

支
援

事
業

費
補

助
金

（
保

育
所

等
に
お
け
る
業

務
効

率
化

推
進

事
業

及
び
保

育
士

修
学

資
金

貸
付

等
事

業
分

）
所

要
額

調
書

（
都

道
府

県
間

接
補

助
事

業
）

事
業

名
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別
表

１

指
定

都
市

名

総
事

業
費

寄
付

金
そ
の

他
の

収
入

額
差

引
額

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
選

定
額

合
計

指
定

都
市

補
助

額
国

庫
補

助
基

本
額

国
庫

補
助

所
要

額

①
②

③
（
①

－
②

）
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

保
育

士
修

学
資

金
貸

付
等

事
業

（
補

助
事

業
者

実
施

分
）

合
計

（
記
載
上
の
注
意
）

１
．
①
か
ら
⑩
の
各
欄
に
は
補
助
事
業
者
の
合
計
を
記
載
す
る
こ
と

保
育

対
策

総
合

支
援

事
業

費
補

助
金

（
保

育
所

等
に
お
け
る
業

務
効

率
化

推
進

事
業

及
び
保

育
士

修
学

資
金

貸
付

等
事

業
分

）
所

要
額

調
書

（
指

定
都

市
間

接
補

助
事

業
）

事
業

名
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別
表

２

１
保

育
所

等
に
お
け
る
業
務

効
率

化
推

進
事

業
市

町
村

名

（
１
）
保

育
業

務
支

援
シ
ス
テ
ム
導

入
経

費

対
象

施
設

名
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額
国

庫
補

助
基

準
額

①
②

③

か
所

円
円
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別
表

２

１
保

育
所

等
に
お
け
る
業
務

効
率

化
推

進
事

業
市

町
村

名

（
２
）
事

故
予

防
等

の
た
め
の

ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
設

置
経

費

対
象

施
設

名
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額
国

庫
補

助
基

準
額

①
②

③

か
所

円
円
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別
表

２

都
道

府
県

１
保

育
士

修
学

資
金

貸
付

事
業

（
都

道
府

県
等

実
施

分
）

指
定

都
市

①
②

③
⑤

円
円

人
円

（
記
載
上
の
注

意
）

１
．
③
欄
は
貸

し
付

け
る
人
数

又
は

事
業

者
の

総
数

を
記

入
す
る
こ
と
。

貸
付

金
額

貸
付

事
務

費

合
計

保
育

補
助

者
雇

上
費

国
庫

補
助

基
準

額
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額

未
就
学
児
の

潜
在

保
育

士
に
対

す
る
保

育
料

の
一

部

就
職

準
備

金保
育

士
修

学
資

金

入
学

準
備

金
加

算

就
職

準
備

金
加

算

生
活

扶
助

加
算

保
育
士
修
学

資
金

貸
付

人
数

又
は

貸
付

事
業

所
数

名
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別
表

２

１
保

育
士

修
学

資
金

貸
付

事
業

（
補

助
事

業
者

実
施

分
）

補
助

事
業

者
名

①
②

③
⑤

円
円

人
円

（
記

載
上

の
注

意
）

１
．
補

助
事

業
者

ご
と
に
作

成
す
る
こ
と
。

２
．
③

欄
は

貸
し
付

け
る
人

数
又

は
事

業
者

の
総

数
を
記

入
す
る
こ
と
。

合
計

保
育

補
助

者
雇

上
費

未
就

学
児

の
潜

在
保

育
士

に
対

す
る
保

育
料

の
一

部

就
職

準
備

金

貸
付

事
務

費

保
育

士
修

学
資

金

保
育

士
修

学
資

金

入
学

準
備

金
加

算

就
職

準
備

金
加

算

生
活

扶
助

加
算

都
道

府
県

指
定

都
市

名

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
貸

付
人

数
又

は
貸

付
事

業
所

数
貸

付
金

額
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別紙様式４

＜ 番 号 ＞
平成 年 月 日

厚 生 労 働 大 臣 殿

○ ○ 道 府 県 知 事 印

（添付資料）

１

２

●●市外 ●市町村分

標記について、別添のとおり市町村の申請書を受理し、その内容を審査した結果適正と認め
られるので、取りまとめの上提出する。

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業
及び保育士修学資金貸付等事業分）の交付申請書（市町村分）の提出について

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業及
び保育士修学資金貸付等事業分）国庫補助所要額市町村別内訳表

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業及
び保育士修学資金貸付等事業分）交付申請書
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道府県名

市町村名

合計（ 市町村分）

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等
における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等
事業分）国庫補助所要額市町村別内訳表

国庫補助所要額
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別紙様式５

＜ 番 号 ＞
平成 年 月 日

厚 生 労 働 大 臣 殿

東 京 都 知 事 印

（添付資料）

１

２

●●市外 ●市町村分

標記について、別添のとおり市町村の申請書を受理したので、取りまとめの上提出する。

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業及び
保育士修学資金貸付等事業分）の交付申請書（市町村分）の提出について

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業及
び保育士修学資金貸付等事業分）国庫補助所要額市町村別内訳表

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業及
び保育士修学資金貸付等事業分）交付申請書
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東京都

市町村名

合計（ 市町村分）

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等
における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等
事業分）国庫補助所要額市町村別内訳表

国庫補助所要額
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別紙様式６

＜ 番 号 ＞

○ ○ 市 町 村

平成 年 月 日

○ ○ 都 道 府 県 知 事 印

１

２ 事業に要する経費及びこの補助金の額は別紙のとおりである。

金 円
金 円

３

４

５

６

７

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業
及び保育士修学資金貸付等事業分）交付決定通知書

この補助金の交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における法第９条第１項の規
定による申請の取下げをすることができる期限は、平成 年 月 日とする。

ただし、事業の内容が変更された場合において、事業に要する経費又は補助金の額が変
更されるときは、別に通知するところによるものとする。

事業に要する経費
補 助 金 の 額

平成 年 月 日第※号で申請のあった平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育
所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分）については、補助金等
に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「法」という。）第６条
第１項の規定により、平成 年 月 日厚生労働省発雇児※※※※第※号をもって次のとおり交
付することに決定されたので、同法第８条の規定により通知する。

この補助金の交付の対象となる事業（以下「事業」という。）は、平成 年 月 日厚生労働
省発雇児※※※※第※号厚生労働省事務次官通知の別紙「平成２７年度保育対策総合支
援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業
分）交付要綱」（以下「交付要綱」という。）の３に規定する事業であり、その内容は平成 年
月 日第※号申請書記載のとおりである。

事業に係る事業実績報告は、交付要綱の１１に定めるところにより行わなければならない。

この補助金は、交付要綱の６に掲げる事項を条件として交付するものである。

事業に要する経費の配分及びこれに対応する補助金の額の区分は、別紙のとおりである。

この補助金の額の確定は、交付要綱に定める交付額の算定方法により行われるものであ
る。
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別
紙

円
円

市
町
村
名

事
業

名
事
業
に
要
す
る
経
費

平
成

2
7
年

度
保

育
対

策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
（
保
育
所
等
に
お
け
る
業
務
効
率
化
推
進
事
業

及
び
保

育
士

修
学

資
金

貸
付
等
事
業
分
）
交
付
決
定
調
書

保
育

士
修

学
資

金
貸

付
等

事
業

（
指

定
都
市
が
行
う
事
業
）

国
庫
補
助

所
要
額

保
育

所
等

に
お
け
る
業

務
効

率
化

推
進

事
業

合
計

保
育

士
修

学
資

金
貸

付
等

事
業

（
指

定
都

市
が

適
当

と
認

め
る
団

体
が

行
う
事

業
）
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別紙様式７

＜ 番 号 ＞

○ ○ 市 町 村

平成 年 月 日

○ ○ 都 道 府 県 知 事 印

１

２ 事業に要する経費及び補助金の額は別紙のとおりである。
金 円
金 円
金 円
金 円

３

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業
及び保育士修学資金貸付等事業分）追加交付決定通知書

この補助金の交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における補助金等に係る予
算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第９条第１項の規定による申請
の取下げをすることができる期限は、平成 年 月 日とする。

内 今 回 増 加 額
補 助 金 の 額

事業に要する経費

平成 年 月 日第※号で交付決定の通知をした平成２７年度保育対策総合支援事業費補助
金（保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分）については、
平成 年 月 日第※号申請に基づき、平成 年 月 日厚生労働省発雇児※※※※第※号を
もって決定の内容の一部が次のとおり変更することに決定されたので通知する。

この補助金の交付の対象となる事業（以下「事業」という。）は、平成 年 月 日厚生労働
省発雇児※※※※第※号厚生労働事務次官通知の別紙「平成２７年度保育対策総合支援
事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業
分）交付要綱」の３に規定する事業であり、その内容は平成 年 月 日第※号申請書記載
のとおりである。

内今回追加交付額
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別
紙

円
円

平
成

2
7
年

度
保

育
対

策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
（
保
育
所
等
に
お
け
る
業
務
効
率
化
推
進
事
業

及
び
保

育
士

修
学

資
金

貸
付
等
事
業
分
）
追
加
交
付
決
定
調
書

市
町
村
名

事
業

名
事
業
に
要
す
る
経
費

国
庫
補
助

所
要
額

保
育

所
等

に
お
け
る
業

務
効

率
化

推
進

事
業

合
計

保
育

士
修

学
資

金
貸

付
等

事
業

（
指

定
都
市
が
行
う
事
業
）

保
育

士
修

学
資

金
貸

付
等

事
業

（
指

定
都

市
が

適
当

と
認

め
る
団

体
が

行
う
事

業
）
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別紙様式８

＜ 番 号 ＞

○ ○ 市 町 村

※（ ）内は返還がある場合

平成 年 月 日

○ ○ 都 道 府 県 知 事 印

１

２ 事業に要する経費及び補助金の額は別紙のとおりである。
金 円
金 円
金 円
金 円

３

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業
及び保育士修学資金貸付等事業分）追加交付決定（交付決定一部取消）通知書

この補助金の交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における補助金等に係る予
算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第９条第１項の規定による申請
の取下げをすることができる期限は、平成 年 月 日とする。

平成 年 月 日第※号で交付決定の通知をした平成２７年度保育対策総合支援事業費補助
金（保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分）については、
平成 年 月 日第※号申請に基づき、平成 年 月 日厚生労働省発雇児※※※※第※号を
もって決定の内容の一部が次のとおり変更することに決定されたので通知する。
（なお、超過交付となった金 円については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す
る法律第１８条第１項の規定により平成 年 月 日までに返還することを命ぜられたので併せ
て通知する。）

事業に要する経費

補 助 金 の 額

この補助金の交付の対象となる事業（以下「事業」という。）は、平成 年 月 日厚生労働
省発雇児※※※※第※号厚生労働事務次官通知の別紙「平成２７年度保育対策総合支援
事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業
分）交付要綱」の３に規定する事業であり、その内容は平成 年 月 日第※号申請書記載
のとおりである。

内 今 回 減 少 額

内 今 回 減 少 額
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別
紙

円
円

平
成

2
7
年

度
保

育
対

策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
（
保
育
所
等
に
お
け
る
業
務
効
率
化
推
進
事
業

及
び
保

育
士

修
学

資
金

貸
付
等
事
業
分
）
交
付
決
定
（
交
付
決
定
一
部
取
消
）
調
書

市
町
村
名

事
業

名
事
業
に
要
す
る
経
費

国
庫
補
助

所
要
額

保
育

士
修

学
資

金
貸

付
等

事
業

（
指

定
都
市
が
行
う
事
業
）

保
育

士
修

学
資

金
貸

付
等

事
業

（
指

定
都

市
が

適
当

と
認

め
る
団

体
が

行
う
事

業
）

合
計

保
育

所
等

に
お
け
る
業

務
効

率
化

推
進

事
業
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別紙様式９

＜ 番 号 ＞
平成 年 月 日

厚 生 労 働 大 臣 殿

○ ○ 都 道 府 県 知 事 印
○ ○ 市 町 村 長

１

２

（添付資料）

（１）

（２） その他参考となる資料

当該年度の歳入歳出決算書（見込書）抄本

平成 年 月 日厚生労働省発雇児※※※※第※号をもって交付決定された標記の事業を
完了したので、その事業実績を次のとおり関係書類を添えて報告する。

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業
及び保育士修学資金貸付等事業分）の事業実績報告について

保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業及び保育士
修学資金貸付等事業分）精算書（別表１）

保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業及び保育士
修学資金貸付等事業分）内訳書（別表２）
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都
道
府
県
名

（
千
円
）

国
庫
補
助
所
要
額

国
庫

補
助

金
交

付
決

定
額

国
庫

補
助

金
受

入
済

額
返

納
額

都
道
府
県
事
業
（
直
接
補
助
）

都
道
府
県
間
接
補
助
事
業

指
定
都
市
間
接
補
助
事
業

市
町
村
事
業
（
直
接
補
助
）

返
納
額
（
合
計
）

平
成

２
７

年
度

保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
（
保
育
所
等
に
お
け

る
業

務
効

率
化

推
進

事
業

及
び

保
育

士
修

学
資
金
貸
付
等
事
業
分
）
精
算
額
総
括
表
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別
表

１

都
道

府
県

名

①
②

④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

（
⑩

-
⑧

）
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

（
記
載
上

の
注
意
）

１
．

⑤
欄
に
は
、
別
表
の
第
３
欄
に
定

め
る
基

準
額

を
記

入
す
る
こ
と
。

２
．

⑥
欄
は
③
欄
、
④
欄
及
び
⑤

欄
を
比

較
し
て
、
最

も
少

な
い
額

を
記

入
す
る
こ
と
。

３
．

⑦
欄
に
は
、
⑥
欄
の
額
を
記
入

す
る
こ
と
。

４
．

⑧
欄
に
は
、
⑦
欄
の
額
に
本

通
知

の
別

表
の

第
５
欄

に
定

め
る
補

助
率

を
乗

じ
て
得
た
額

（
１
，
０
０
０
円

未
満

の
端

数
が

生
じ
た
場

合
は

、
こ
れ

を
切

り
捨

て
る
も
の

と
す
る
。
）
を
記

入
す
る
こ
と
。

③
(①

-
②
)

保
育
士

修
学

資
金

貸
付

事
業

（
都

道
府

県
実

施
分

）

保
育
対
策
総

合
支
援
事
業
費
補
助
金
（
保
育
所

等
に
お
け
る
業

務
効

率
化

推
進

事
業

及
び
保

育
士

修
学

資
金

貸
付

等
事

業
分

）
精

算
書

（
都

道
府

県
事

業
・
直

接
補

助
）

事
業

名
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
差

引
額

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

選
定

額
国

庫
補

助
基

本
額

国
庫

補
助

所
要

額
国

庫
補

助
金

交
付

決
定

額
国

庫
補

助
金

受
入

済
額

差
引

過
不

足
額

合
計

9
/
1
0
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別
表

１

市
町

村
名

①
②

④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

（
⑩

-
⑧

）
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

（
記
載
上

の
注
意
）

１
．

⑤
欄
に
は
、
別
表
の
第
３
欄
に
定

め
る
基

準
額

を
記

入
す
る
こ
と
。

２
．

⑥
欄
は
③
欄
、
④
欄
及
び
⑤

欄
を
比

較
し
て
、
最

も
少

な
い
額

を
記

入
す
る
こ
と
。

３
．

⑦
欄
に
は
、
⑥
欄
の
額
を
記
入

す
る
こ
と
。

４
．

⑧
欄
に
は
、
⑦
欄
の
額
に
本

通
知

の
別

表
の

第
５
欄

に
定

め
る
補

助
率

を
乗

じ
て
得
た
額

（
１
，
０
０
０
円

未
満

の
端

数
が

生
じ
た
場

合
は

、
こ
れ

を
切

り
捨

て
る
も
の

と
す
る
。
）
を
記

入
す
る
こ
と
。

保
育
所

等
に
お
け
る
業

務
効

率
化

推
進

事
業

保
育
士
修

学
資

金
貸

付
事

業
（
指

定
都

市
実

施
分

）

国
庫

補
助

金
交

付
決

定
額

国
庫

補
助

金
受

入
済

額
差

引
過

不
足

額

③
(①

-
②
)

保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
（
保
育

所
等

に
お
け
る
業

務
効

率
化

推
進

事
業

及
び
保

育
士

修
学

資
金

貸
付

等
事

業
分

）
精

算
書

（
市

町
村

事
業

・
直

接
補

助
）

事
業

名
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
差

引
額

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

選
定

額
国

庫
補

助
基

本
額

国
庫

補
助

所
要

額

合
計

3
/
4

9
/
1
0
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別
表

１

都
道

府
県

名

総
事

業
費

寄
付

金
そ
の

他
の

収
入

額
差
引
額

対
象
経
費
の

実
支
出
額

国
庫
補
助

基
準
額

選
定
額

合
計

都
道

府
県

補
助

額
国

庫
補

助
基

本
額

国
庫

補
助

所
要

額
国

庫
補

助
金

交
付

決
定

額
国

庫
補

助
金

受
入

済
額

差
引

過
不

足
額

①
②

③
（
①
－
②
）

④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬

（
⑫

－
⑩

）

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

保
育

士
修

学
資

金
貸

付
事

業
（
補

助
事

業
者

実
施

分
）

合
計

（
記
載
上
の
注
意
）

１
．
①
か
ら
⑬
の
各
欄
に
は
補
助
事
業
者
の
合
計
を
記
載
す
る
こ
と

２
．
⑤
欄
に
は
、
別
表
の
第
３
欄
に
定
め
る
基
準
額
を
記
入
す
る
こ
と
。

３
．
⑥
欄
は
③

欄
、
④
欄
及
び
⑤
欄
を
比
較
し
、
最
も
少
な
い
額
を
記
入
す
る
こ
と
。

保
育

対
策

総
合

支
援

事
業

費
補

助
金

（
保

育
所

等
に
お
け
る
業

務
効

率
化

推
進

事
業

及
び
保

育
士

修
学

資
金

貸
付

等
事

業
分

）
精

算
書

（
都

道
府

県
間

接
補

助
事

業
）

都
道
府
県

事
業
名
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別
表

１

指
定

都
市

名

総
事

業
費

寄
付

金
そ
の

他
の

収
入

額
差
引
額

対
象
経
費
の

実
支
出
額

国
庫
補
助

基
準
額

選
定
額

合
計

指
定

都
市

補
助

額
国

庫
補

助
基

本
額

国
庫

補
助

所
要

額
国

庫
補

助
金

交
付

決
定

額
国

庫
補

助
金

受
入

済
額

差
引

過
不

足
額

①
②

③
（
①
－
②
）

④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬

（
⑫

－
⑩

）

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

保
育

士
修

学
資

金
貸

付
事

業
（
補

助
事

業
者

実
施

分
）

合
計

（
記
載
上
の
注
意
）

１
．
①
か
ら
⑬
の
各
欄
に
は
補
助
事
業
者
の
合
計
を
記
載
す
る
こ
と

２
．
⑤
欄
に
は
、
別
表
の
第
３
欄
に
定
め
る
基
準
額
を
記
入
す
る
こ
と
。

３
．
⑥
欄
は
③

欄
、
④
欄
及
び
⑤
欄
を
比
較
し
、
最
も
少
な
い
額
を
記
入
す
る
こ
と
。

保
育

対
策

総
合

支
援

事
業

費
補

助
金

（
保

育
所

等
に
お
け
る
業

務
効

率
化

推
進

事
業

及
び
保

育
士

修
学

資
金

貸
付

等
事

業
分

）
精

算
書

（
指

定
都

市
間

接
補

助
事

業
）

指
定
都
市

事
業
名
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別
表

２

１
保

育
所

等
に
お
け
る
業
務

効
率

化
推

進
事

業
市

町
村

名

（
１
）
保

育
業

務
支

援
シ
ス
テ
ム
導

入
経

費

対
象

施
設

名
対

象
経

費
の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額

①
②

③

か
所

円
円
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別
表

２

１
保

育
所

等
に
お
け
る
業
務

効
率

化
推

進
事

業
市

町
村

名

（
２
）
事

故
予

防
等

の
た
め
の

ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
設

置
経

費

対
象

施
設

名
対

象
経

費
の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額

①
②

③

か
所

円
円

-85-

H28別冊－厚労省　課長会議.indd   85 2016/02/16   20:16:02



別
表

２

都
道

府
県

２
保

育
士

修
学

資
金

貸
付

事
業

（
都

道
府

県
等

実
施

分
）

指
定

都
市

①
②

③
⑤

円
円

人
円

（
記
載
上
の
注

意
）

１
．
③
欄
は
貸

し
付

け
る
人
数

又
は

事
業

者
の

総
数

を
記

入
す
る
こ
と
。

合
計

保
育

補
助

者
雇

上
費

未
就
学
児

の
潜

在
保

育
士

に
対
す
る
保
育

料
の

一
部

就
職

準
備

金

貸
付

事
務

費

保
育
士
修

学
資

金

保
育

士
修

学
資

金

入
学

準
備

金
加

算

就
職

準
備

金
加

算

生
活

扶
助

加
算

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

貸
付

人
数

又
は

貸
付

事
業

所
数

貸
付

金
額

名

-86-

H28別冊－厚労省　課長会議.indd   86 2016/02/16   20:16:02



別
表

２

３
保

育
士

修
学

資
金

貸
付

事
業

（
補

助
事

業
者

実
施

分
）

補
助

事
業

者
名

①
②

③
⑤

円
円

人
円

（
記

載
上

の
注

意
）

１
．
補

助
事

業
者

ご
と
に
作

成
す
る
こ
と
。

２
．
③

欄
は

貸
し
付

け
る
人

数
又

は
事

業
者

の
総

数
を
記

入
す
る
こ
と
。

就
職

準
備

金

貸
付

事
務

費

合
計

未
就

学
児

の
潜

在
保

育
士

に
対

す
る
保

育
料

の
一

部

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

貸
付

人
数

又
は

貸
付

事
業

所
数

就
職

準
備

金
加

算

生
活

扶
助

加
算

保
育

補
助

者
雇

上
費

都
道

府
県

指
定

都
市

名

貸
付

金
額

保
育

士
修

学
資

金

保
育

士
修

学
資

金

入
学

準
備

金
加

算
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別紙様式１０

＜ 番 号 ＞
平成 年 月 日

厚 生 労 働 大 臣 殿

○ ○ 道 府 県 知 事 印

（添付資料）

１

２

●●市外 ●市町村分

平成 年 月 日厚生労働省発雇児※※※※第※号により交付された平成２７年度保育対策
総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等
事業分）について、別添のとおり市町村の事業実績報告書を受理し、その内容を審査した結果
適正と認められるので、取りまとめの上提出する。

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業
及び保育士修学資金貸付等事業分）の事業実績報告書（市町村分）の提出について

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業及
び保育士修学資金貸付等事業分）国庫補助精算額市町村別内訳表

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業及
び保育士修学資金貸付等事業分）事業実績報告書
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市町村名
国庫補助
所要額

国庫補助金
交付決定額

国庫補助金
受入済額

返納額

合計（ 市町村分）

※「返納額」欄は、返納金がある場合には当該額を、返納金がない場合は「０」を記入すること。

道府県名

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業
及び保育士修学資金貸付等事業分）国庫補助精算額市町村別内訳表
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別紙様式１１

＜ 番 号 ＞
平成 年 月 日

厚 生 労 働 大 臣 殿

○ ○ 東 京 都 知 事 印

（添付資料）

１

２

●●市外 ●市町村分

平成 年 月 日厚生労働省発雇児※※※※第※号により交付された平成２７年度保育対策
総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等
事業分）について、別添のとおり市町村の事業実績報告書を受理したので、取りまとめの上提
出する。

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業
及び保育士修学資金貸付等事業分）の事業実績報告書（市町村分）の提出について

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業及
び保育士修学資金貸付等事業分）国庫補助精算額市町村別内訳表

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業及
び保育士修学資金貸付等事業分）事業実績報告書
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市町村名
国庫補助
所要額

国庫補助金
交付決定額

国庫補助金
受入済額

返納額

合計（ 市町村分）

※「返納額」欄は、返納金がある場合には当該額を、返納金がない場合は「０」を記入すること。

東京都

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業
及び保育士修学資金貸付等事業分）国庫補助精算額市町村別内訳表
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別紙様式１２

＜ 番 号 ＞

○ ○ 市 町 村

※（ ）内は返還がある場合

平成 年 月 日

○ ○ 都 道 府 県 知 事 印

（施行注意）
（ ）内の字句は返還が生じた市町村においてのみ使用するものとする。

（なお、超過交付となった金 円については補助金等に係る予算の執行の適正化に関
する法律（昭和３０年法律第１７９号）第１８条第２項の規定により、平成 年 月 日までに返還
することを命ずる。）

平成 年 月 日厚生労働省発雇児※※※※第※号をもって交付決定された平成２７年度保
育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金
貸付等事業分）については、平成 年 月 日第※号事業実績報告に基づき、平成 年 月 日
厚生労働省発雇児※※※※第※号をもって交付額を金 円に確定したので通知する。

平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業
及び保育士修学資金貸付等事業分）交付額確定通知書
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資料１
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資料２
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資料３
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